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(57)【要約】
【課題】特性が異なる２つの蓄電装置から適切な形態で
電気負荷に給電することができる電力供給システムを提
供する。
【解決手段】電力供給システム１の制御装置５は、第２
蓄電装置６のＳＯＣが閾値B2_th1よりも小さい場合には
、第１蓄電装置５から電気負荷３に給電しつつ、第２蓄
電装置６を充電する制御処理を実行する機能を有し、第
２蓄電装置６のＳＯＣが閾値B2_th1よりも大きい場合に
は、第１蓄電装置５を少なくとも含む一方又は両方の蓄
電装置から電気負荷４に給電する制御処理を実行する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１蓄電装置と、
　前記第１蓄電装置よりも出力密度が高く、且つ、エネルギー密度が低い第２蓄電装置と
、
　前記第１蓄電装置及び前記第２蓄電装置の少なくとも一方からの給電に応じて作動する
電気負荷と前記第１蓄電装置と前記第２蓄電装置との間の電力伝送を行う機能を有する電
力伝送回路部と、
　前記電力伝送回路部を制御する機能を有するように構成された制御装置とを備えており
、
　前記制御装置は、前記第２蓄電装置の充電率である第２充電率が所定の第１閾値よりも
小さい場合に、前記第１蓄電装置から前記第２蓄電装置に充電しつつ、該第１蓄電装置か
ら前記電気負荷の要求出力に対応する給電量を給電するように前記電力伝送回路部を制御
する第１制御処理を実行する機能と、前記第２充電率が前記第１閾値よりも大きい場合に
、前記第１蓄電装置及び前記第２蓄電装置のうちの少なくとも第１蓄電装置を含む一方又
は両方の蓄電装置から前記要求出力に対応する給電量を前記電気負荷に給電する第２制御
処理を実行する機能とを有するように構成されていることを特徴とする電力供給システム
。
【請求項２】
　請求項１記載の電力供給システムにおいて、
　前記制御装置は、前記第２制御処理において、前記要求出力が所定の第Ａ閾値よりも小
さい場合には、前記第１蓄電装置だけから前記電気負荷に給電し、前記要求出力が前記第
Ａ閾値よりも大きい場合には、前記第１蓄電装置及び前記第２蓄電装置の両方から前記電
気負荷に給電するように前記電力伝送回路部を制御するように構成されていることを特徴
とする電力供給システム。
【請求項３】
　請求項２記載の電力供給システムにおいて、
　前記制御装置は、前記第２制御処理において、前記要求出力が前記第Ａ閾値よりも大き
く、且つ、前記第Ａ閾値よりも大きい所定の第Ｂ閾値よりも小さい場合には、前記第１蓄
電装置から前記第Ａ閾値に対応する給電量を前記電気負荷に給電し、且つ、前記要求出力
と前記第Ａ閾値との差分に対応する給電量を前記第２蓄電装置から前記電気負荷に給電す
るように前記電力伝送回路部を制御するように構成されていることを特徴とする電力供給
システム。
【請求項４】
　請求項３記載の電力供給システムにおいて、
　前記制御装置は、前記第２制御処理において、前記要求出力が前記第Ｂ閾値よりも大き
い場合には、前記第２蓄電装置から前記第Ｂ閾値と第Ａ閾値との差分に対応する給電量を
前記電気負荷に給電し、且つ、該第２蓄電装置から前記電気負荷への給電量を前記要求出
力に対応する給電量から差し引いた差分の給電量を前記第１蓄電装置から前記電気負荷に
給電するように前記電力伝送回路部を制御するように構成されていることを特徴とする電
力供給システム。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の電力供給システムにおいて、
　前記制御装置は、前記第１制御処理において、前記要求出力の変化に対する前記第１蓄
電装置の出力の変化の感度が、前記要求出力の変化に対する前記第２蓄電装置の入力の変
化の感度よりも小さくなるように前記電力伝送回路部を制御するように構成されているこ
とを特徴とする電力供給システム。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の電力供給システムにおいて、
　前記制御装置は、前記第１制御処理において、前記電気負荷の要求出力によらずに設定



(3) JP 2017-184405 A 2017.10.5

10

20

30

40

50

された所定の基本給電量を前記第１蓄電装置から出力させつつ、該基本給電量のうちの前
記要求出力に対応する給電量を前記電気負荷に給電し、且つ、前記基本給電量から前記要
求出力に対応する給電量を差し引いた差分の給電量を前記第２蓄電装置に充電するように
前記電力伝送回路部を制御するように構成されていることを特徴とする電力供給システム
。
【請求項７】
　請求項６記載の電力供給システムにおいて、
　前記制御装置は、前記第１制御処理において、前記基本給電量を前記第２充電率に応じ
て可変的に設定する機能を有するように構成されていることを特徴とする電力供給システ
ム
【請求項８】
　請求項７記載の電力供給システムにおいて、
　前記制御装置は、前記第１制御処理において、前記第２充電率が前記第１閾値よりも小
さい所定の第２閾値よりも小さい場合の前記基本給電量が、該第２閾値よりも大きい場合
の前記基本給電量よりも大きい値になるように、該基本給電量を設定する機能を有するよ
うに構成されていることを特徴とする電力供給システム。
【請求項９】
　請求項８記載の電力供給システムにおいて、
　前記制御装置は、前記第１制御処理において、前記第２充電率が前記第１閾値と前記第
２閾値との間の範囲内に属する場合に、該第２充電率が小さいほど、前記基本給電量が大
きくなるように該基本給電量を設定するように構成されていることを特徴とする電力供給
システム。
【請求項１０】
　請求項９記載の電力供給システムにおいて、
　前記制御装置は、前記第２充電率が前記第１閾値と前記第２閾値との間の範囲内に属す
る場合において、前記要求出力に対応する給電量が前記基本給電量よりも大きく、且つ、
所定の第Ｃ閾値よりも小さい状態では、前記第１蓄電装置及び前記第２蓄電装置のうちの
第１蓄電装置だけから前記電気負荷に給電し、前記要求出力に対応する給電量が前記基本
給電量よりも大きく、且つ、所定の第Ｃ閾値よりも大きい状態では、前記第１蓄電装置及
び前記第２蓄電装置の両方から前記電気負荷に給電するように前記電力伝送回路部を制御
するように構成されていることを特徴とする電力供給システム。
【請求項１１】
　請求項８～１０のいずれか１項に記載の電力供給システムにおいて、
　前記制御装置は、前記第１制御処理において、前記第２充電率が前記第２閾値よりも小
さい場合に、前記基本給電量を一定値に設定するように構成されていることを特徴とする
電力供給システム。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の電力供給システムにおいて、
　前記電気負荷は、回生電力を出力する回生運転を行い得る電気負荷であり、
　前記制御装置は、前記第２充電率が前記第１閾値よりも大きい状態での前記電気負荷の
回生運転時に、前記第１蓄電装置への前記回生電力の充電量を所定の第ａ閾値以下に制限
しつつ、前記回生電力を少なくとも該第１蓄電装置に充電するように前記電力伝送回路部
を制御するように構成されていることを特徴とする電力供給システム。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載の電力供給システムにおいて、
　前記電気負荷であるアクチュエータと、内燃機関と、前記アクチュエータ及び前記内燃
機関の少なくとも一方の動力により駆動し得る被動負荷とをさらに備えており、
　前記制御装置は、前記被動負荷を駆動する動力として、前記内燃機関及び前記アクチュ
エータのうちのアクチュエータの動力だけを使用可能なＣＤモードと、前記内燃機関及び
アクチュエータのそれぞれの動力を使用可能なＣＳモードとで前記電力伝送回路部を制御
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する機能を有していると共に、前記第ＣＤモードで前記第１制御処理及び第２制御処理を
実行するように構成されていることを特徴とする電力供給システム。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１項の動力システムを備えることを特徴とする輸送機器。
【請求項１５】
　第１蓄電装置と、
　前記第１蓄電装置よりも出力密度が高く、且つ、エネルギー密度が低い第２蓄電装置と
を備え、前記第１蓄電装置及び前記第２蓄電装置の少なくとも一方の蓄電装置から電気負
荷への給電を行う電力供給システムにおいて、前記電気負荷と第１蓄電装置と前記第２蓄
電装置との間の電力伝送を行う方法であって、
　前記第２蓄電装置の充電率である第２充電率が所定の第１閾値よりも小さい場合に、前
記第１蓄電装置から前記第２蓄電装置に充電しつつ、該第１蓄電装置から前記電気負荷の
要求出力に対応する給電量を給電するステップと、前記第２充電率が前記第１閾値よりも
大きい場合に、前記第１蓄電装置及び前記第２蓄電装置のうちの少なくとも第１蓄電装置
を含む一方又は両方の蓄電装置から前記要求出力に対応する給電量を前記電気負荷に給電
するステップとを備えることを特徴とする電力伝送方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２つの蓄電装置を用いて電動モータ等の電気負荷に給電を行う電力供給シス
テムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の電力供給システムとしては、例えば特許文献１，２に見られるものが知
られている。
【０００３】
　特許文献１には、容量が相対的に大きい高容量型の蓄電装置（電池）と、出力可能な電
力の上限値が相対的に高い高出力型の蓄電装置（キャパシタ）との２つの蓄電装置を用い
て、車両の電動モータに給電を行い得るシステムが提案されている。このシステムでは、
各蓄電装置のＳＯＣ（State Of Charge）を、車速に応じて設定したＳＯＣ中心に近づけ
るように、２つの蓄電装置の間で、適宜、電力の授受が行われる。
【０００４】
　また、特許文献２には、高容量型と高出力型との２つの蓄電装置を搭載したハイブリッ
ド車において、電力の要求出力が閾値よりも小さい場合には、高容量型の蓄電装置だけか
ら給電を行い、要求出力が閾値よりも大きい場合には、両方の蓄電装置から給電を行う技
術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－１８７７５７号公報
【特許文献２】特開２０１５－７０７２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　高出力型の蓄電装置は、高容量型の蓄電装置よりも一般に出力電圧が小さいため、両方
の蓄電装置から同じ電力を出力させた場合、高出力型の蓄電装置の方が高容量型の蓄電装
置よりも大きな電流が流れる。ひいては、高出力型の蓄電装置の方が高容量型の蓄電装置
よりも発熱量（電力損失）が大きくなりやすい。
【０００７】
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　従って、両方の蓄電装置のトータルの発熱量（電力損失）を極力小さくするためには、
電動モータ等の電気負荷への給電を、高出力型の蓄電装置の負担が過剰にならないように
しつつ、各蓄電装置から適切な配分で行うことが望ましい。
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に見られる技術では、高出力型の蓄電装置をＳＯＣをＳＯＣ
中心に近づけることを優先的に行うため、特に、高出力型の蓄電装置のＳＯＣが大きい場
合に、該蓄電装置の放電量が頻繁もしくは定常的に大きくなりやすい。ひいては、両方の
蓄電装置のトータルの発熱量（電力損失）が大きくなりやすい。
【０００９】
　一方、前記特許文献２に見られる技術では、電気負荷としての電動モータの要求出力が
所定の閾値を超えた場合にだけ、高出力型の蓄電装置から電気負荷への給電を行う。
【００１０】
　しかしながら、この技術では、要求出力が閾値を超えた場合の各蓄電装置の負担割合は
、高出力型の蓄電装置のＳＯＣを考慮することなく決定される。このため、電動モータの
動力だけで車両の走行を行う状態では、高出力型の蓄電装置が早期に不足する虞がある。
ひいては、エンジンの動力により発電機の発電運転を行って、発電電力を高出力型の蓄電
装置に充電しなければならい状況が発生しやすい。従って、当該電力供給システムを搭載
した車両の環境性能が損なわれてしまう。
【００１１】
　本発明はかかる背景に鑑みてなされてものであり、特性が異なる２つの蓄電装置から適
切な形態で電気負荷に給電することができる電力供給システム及び電力伝送方法を提供す
ることを目的とする。
【００１２】
　また、かかる電力供給システムを備える輸送機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の電力供給システムは、上記の目的を達成するために、第１蓄電装置と、
　前記第１蓄電装置よりも出力密度が高く、且つ、エネルギー密度が低い第２蓄電装置と
、
　前記第１蓄電装置及び前記第２蓄電装置の少なくとも一方からの給電に応じて作動する
電気負荷と前記第１蓄電装置と前記第２蓄電装置との間の電力伝送を行う機能を有する電
力伝送回路部と、
　前記電力伝送回路部を制御する機能を有するように構成された制御装置とを備えており
、
　前記制御装置は、前記第２蓄電装置の充電率である第２充電率が所定の第１閾値よりも
小さい場合に、前記第１蓄電装置から前記第２蓄電装置に充電しつつ、該第１蓄電装置か
ら前記電気負荷の要求出力に対応する給電量を給電するように前記電力伝送回路部を制御
する第１制御処理を実行する機能と、前記第２充電率が前記第１閾値よりも大きい場合に
、前記第１蓄電装置及び前記第２蓄電装置のうちの少なくとも第１蓄電装置を含む一方又
は両方の蓄電装置から前記要求出力に対応する給電量を前記電気負荷に給電する第２制御
処理を実行する機能とを有するように構成されていることを特徴とする（第１発明）。
【００１４】
　なお、本発明において、「電力伝送回路部」が、前記第１蓄電装置と前記第２蓄電装置
前記アクチュエータとの間の電力伝送を行う機能を有するということは、「電力伝送回路
部」が、第１蓄電装置及び第２蓄電装置のそれぞれからアクチュエータへの給電量を制御
し得る機能と、第１蓄電装置、第２蓄電装置、及びアクチュエータの間の電力の供給元及
び供給先の選択的な切替制御を行い得る機能を有することを意味する。
【００１５】
　また「給電量」は第１蓄電装置又は第２蓄電装置から電力の供給対象に供給される電気
量を意味する。この場合、電力の供給対象は、前記アクチュエータに限らず、蓄電装置（
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第１蓄電装置又は第２蓄電装置）であってもよい。なお、「電気量」または「給電量」は
、例えば、単位時間当たりの電気エネルギー量（例えば電力値）、又は、単位時間当たり
の電荷量（例えば電流値）により表される。
【００１６】
　また、電気負荷の「要求出力」は、電気負荷の作動に必要な電気量の要求値を規定する
ものを意味する。該「要求出力」としては、電気量の要求値そのものを用いることができ
る。また、電気負荷が、例えば、給電される電気量に応じた機械的な出力（動力又は運動
エネルギー）を発生するものである場合には、当該機械的な出力の要求値を、電気負荷の
「要求出力」として用いることもできる。
【００１７】
　また、「要求出力」に対応する給電量というのは、「要求出力」を実現するために電気
負荷に給電すべき給電量を意味する。さらに、要求出力に関する任意の閾値（後述する第
Ａ閾値等）に対応する給電量というのは、要求出力を該閾値に一致させた場合における該
要求出力に対応する給電量を意味する。
【００１８】
　上記第１発明によれば、前記第２充電率が前記第１閾値よりも小さい場合には、前記第
１制御処理が実行されるので、第２蓄電装置が第１蓄電装置から充電される。従って、第
２蓄電装置の充電率が小さくなり過ぎる状態が抑制される。
【００１９】
　また、前記第２充電率が前記第１閾値よりも大きい場合には、前記第２制御処理が実行
されるので、少なくとも第１蓄電装置を含む一方又は両方の蓄電装置から前記要求出力に
対応する給電量が電気負荷に給電される。このため、出力密度が相対的に高い第２蓄電装
置の負担が過剰にならないようにする電気負荷に給電することができる。
【００２０】
　ひいては、第２蓄電装置の充電率が小さくなり過ぎないようにしつつ、第１蓄電装置及
び第２蓄電装置のトータルの発熱量（電力損失）を抑制することが可能となる。
【００２１】
　よって、第１発明によれば、特性が異なる２つの蓄電装置から適切な形態で電気負荷に
給電することができる。
【００２２】
　上記第１発明では、前記制御装置は、前記第２制御処理において、前記要求出力が所定
の第Ａ閾値よりも小さい場合には、前記第１蓄電装置だけから前記電気負荷に給電し、前
記要求出力が前記第Ａ閾値よりも大きい場合には、前記第１蓄電装置及び前記第２蓄電装
置の両方から前記電気負荷に給電するように前記電力伝送回路部を制御するように構成さ
れていることが好ましい（第２発明）。
【００２３】
　これによれば、前記第２充電率が前記第１閾値よりも大きい場合には、第２蓄電装置か
ら電気負荷への給電は、要求出力が第Ａ閾値よりも大きい場合に制限されるため、第２蓄
電装置の負担を効果的に軽減できる。ひいては、第１蓄電装置及び第２蓄電装置のトータ
ルの発熱量（電力損失）を抑制することの効果を高めることが可能となる。
【００２４】
　上記第２発明では、前記制御装置は、前記第２制御処理において、前記要求出力が前記
第Ａ閾値よりも大きく、且つ、前記第Ａ閾値よりも大きい所定の第Ｂ閾値よりも小さい場
合には、前記第１蓄電装置から前記第Ａ閾値に対応する給電量を前記電気負荷に給電し、
且つ、前記要求出力と前記第Ａ閾値との差分に対応する給電量を前記第２蓄電装置から前
記電気負荷に給電するように前記電力伝送回路部を制御するように構成されていることが
好ましい（第３発明）。
【００２５】
　なお、前記要求出力と前記第Ａ閾値との差分に対応する給電量というのは、詳しくは、
要求出力に対応する給電量と、第Ａ閾値に対応する給電量との差分の給電量を意味する。



(7) JP 2017-184405 A 2017.10.5

10

20

30

40

50

このことは、以降の説明において、要求出力と任意の閾値との差分に対応する給電量、あ
るいは、要求出力の任意の２つの閾値の差分に対応する給電量についても同様である。
【００２６】
　上記第３発明によれば、これによれば、前記要求出力が前記第Ａ閾値よりも大きく、且
つ、前記第Ａ閾値よりも大きい所定の第Ｂ閾値よりも小さい場合に、第２蓄電装置は、要
求出力と第Ａ閾値との差分に対応する給電量だけを負担する。このため、要求出力が第Ｂ
閾値を超えたときに、第２蓄電装置の負担が急激に大きくなるのを防止できる。
【００２７】
　ひいては、第１蓄電装置及び第２蓄電装置のトータルの発熱量（電力損失）を抑制する
ことの効果を高めることが可能となる。また、第２蓄電装置からの電気負荷への給電が行
われることで、第２蓄電装置の充電率が第１閾値よりも高い状態に長期的に保たれてしま
うのを防止することができる。ひいては、該第２蓄電装置の劣化の進行を抑制できる。
【００２８】
　さらに、要求出力が第Ａ閾値の下側及び上側の一方側から他方側に変化したときに、エ
ネルギー密度が相対的に高い第１蓄電装置からの給電量が急激に変化することが無いため
、該第１蓄電装置の劣化の進行を抑制することができる。
【００２９】
　上記第３発明では、前記制御装置は、前記第２制御処理において、前記要求出力が前記
第Ｂ閾値よりも大きい場合には、前記第２蓄電装置から前記第Ｂ閾値と第Ａ閾値との差分
に対応する給電量を前記電気負荷に給電し、且つ、該第２蓄電装置から前記電気負荷への
給電量を前記要求出力に対応する給電量から差し引いた差分の給電量を前記第１蓄電装置
から前記電気負荷に給電するように前記電力伝送回路部を制御するように構成されている
ことが好ましい（第４発明）。
【００３０】
　これによれば、前記要求出力が前記第Ｂ閾値よりも大きくなった場合に、第２蓄電装置
から電気負荷への給電量が、前記第Ｂ閾値と第Ａ閾値との差分に対応する給電量に制限さ
れる。従って、第２蓄電装の負担が過大になるのを防止することができる。ひいては、第
１蓄電装置及び第２蓄電装置のトータルの発熱量（電力損失）を抑制することの効果を高
めることが可能となる。
【００３１】
　さらに、要求出力が第Ｂ閾値の下側及び上側の一方側から他方側に変化したときに、エ
ネルギー密度が相対的に高い第１蓄電装置からの給電量が急激に変化することが無いため
、該第１蓄電装置の劣化の進行を抑制することができる。
【００３２】
　上記第１～第４発明では、前記制御装置は、前記第１制御処理において、前記要求出力
の変化に対する前記第１蓄電装置の出力の変化の感度が、前記要求出力の変化に対する前
記第２蓄電装置の入力の変化の感度よりも小さくなるように前記電力伝送回路部を制御す
るように構成されていることが好ましい（第５発明）。
【００３３】
　なお、第１蓄電装置の出力というのは、第１蓄電装置から出力される電気量（放電量）
を意味し、第２蓄電装置の入力というのは、第２蓄電装置に充電される電気量（充電量）
を意味する。
【００３４】
　上記第５発明によれば、第１蓄電装置から第２蓄電装置への充電時に、第１蓄電装置の
出力が要求出力の変動に追従するような形態で頻繁に変動するのが抑制される。このため
、エネルギー密度が相対的に高い第１蓄電装置の出力の安定性が高まって、該第１蓄電装
置の劣化の進行を抑制することができる。
【００３５】
　上記第１～第５発明では、前記制御装置は、前記第１制御処理において、前記電気負荷
の要求出力によらずに設定された所定の基本給電量を前記第１蓄電装置から出力させつつ
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、該基本給電量のうちの前記要求出力に対応する給電量を前記電気負荷に給電し、且つ、
前記基本給電量から前記要求出力に対応する給電量を差し引いた差分の給電量を前記第２
蓄電装置に充電するように前記電力伝送回路部を制御するように構成されていることが好
ましい（第６発明）。
【００３６】
　これによれば、前記第１制御処理では、前記第１蓄電装置は、要求出力によらずに設定
された所定の基本給電量を出力するので、該第１蓄電装置の出力が要求出力の変動に追従
するような形態で頻繁に変動するのが抑制される。このため、前記第５発明と同様に、エ
ネルギー密度が相対的に高い第１蓄電装置の出力の安定性が高まって、該第１蓄電装置の
劣化の進行を抑制することができる。また、第２蓄電装置を充電できるため、該第２蓄電
装置の劣化の進行を抑制できる。
【００３７】
　上記第６発明では、前記制御装置は、前記第１制御処理において、前記基本給電量を前
記第２充電率に応じて可変的に設定する機能を有するように構成されていることが好まし
い（第７発明）。
【００３８】
　これによれば、前記基本給電量のうちの第２蓄電装置への充電量を、第２蓄電装置の充
電率に適合するように調整できる。
【００３９】
　上記第７発明では、より具体的には、前記制御装置は、前記第１制御処理において、前
記第２充電率が前記第１閾値よりも小さい所定の第２閾値よりも小さい場合の前記基本給
電量が、該第２閾値よりも大きい場合の前記基本給電量よりも大きい値になるように、該
基本給電量を設定する機能を有するように構成されていることが好ましい（第８発明）。
【００４０】
　これによれば、前記第１充電率が、第２閾値よりも小さい場合には、第２閾値よりも大
きい場合よりも、前記第１蓄電装置から第２蓄電装置に充電し得る要求出力の範囲が大き
くなる。
【００４１】
　このため、第２蓄電装置の充電率が、第１閾値と第２閾値との間の中間域に保たれやす
くなる。ひいては、第２蓄電装置の充電率が過剰もしくは過小になるのが防止され、該第
２蓄電装置の劣化の進行を抑制することができる。
【００４２】
　上記第８発明では、前記制御装置は、前記第１制御処理において、前記第２充電率が前
記第１閾値と前記第２閾値との間の範囲内に属する場合に、該第２充電率が小さいほど、
前記基本給電量が大きくなるように該基本給電量を設定するように構成されていることが
好ましい（第９発明）。
【００４３】
　これによれば、第２蓄電装置の充電率を、第１閾値と第２閾値との間の中間域に極力保
つことの効果を高めることができる。ひいては、第２蓄電装置の劣化の進行を効果的に抑
制することができる。
【００４４】
　上記第９発明では、前記制御装置は、前記第２充電率が前記第１閾値と前記第２閾値と
の間の範囲内に属する場合において、前記要求出力に対応する給電量が前記基本給電量よ
りも大きく、且つ、所定の第Ｃ閾値よりも小さい状態では、前記第１蓄電装置及び前記第
２蓄電装置のうちの第１蓄電装置だけから前記電気負荷に給電し、前記要求出力に対応す
る給電量が前記基本給電量よりも大きく、且つ、所定の第Ｃ閾値よりも大きい状態では、
前記第１蓄電装置及び前記第２蓄電装置の両方から前記電気負荷に給電するように前記電
力伝送回路部を制御するように構成されていることが好ましい（第１０発明）。
【００４５】
　これによれば、前記第２充電率が前記第１閾値と第２閾値との間の範囲内に属する場合
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には、要求出力が基本給電量よりも大きくなっても、前記第Ｃ閾値よりも小さい状態では
、前第１蓄電装置だけから電気負荷に給電されるので、第１蓄電装置の負担を軽減できる
（ひいては、発熱量を抑制できる）。さらに、第１蓄電装置の充電率がより一層、第１閾
値と第２閾値との間の範囲内に保たれやすくなるため、第２蓄電装置の劣化の進行位の抑
制効果を高めることができる。
【００４６】
　上記第８～第１０発明では、前記制御装置は、前記第１制御処理において、前記第２充
電率が前記第２閾値よりも小さい場合に、前記基本給電量を一定値に設定するように構成
されていることが好ましい（第１１発明）。
【００４７】
　これによれば、前記第２充電率が前記第２閾値よりも小さい場合の前記第１制御処理で
は、前記第１蓄電装置の出力としての基本給電量が一定に保持されるので、該第１蓄電装
置の出力が最適に安定する。このため、第１蓄電装置の劣化の進行の抑制効果を高めるこ
とができる。さらに、第２蓄電装置の充電率がより一層、第１閾値と第２閾値との間の範
囲内に保たれやすくなるため、第２蓄電装置の劣化の進行の抑制効果を高めることができ
る。
【００４８】
　上記第１～第１１発明では、前記電気負荷が、回生電力を出力する回生運転を行い得る
電気負荷である場合には、前記制御装置は、前記第２充電率が前記第１閾値よりも大きい
状態での前記電気負荷の回生運転時に、前記第１蓄電装置への前記回生電力の充電量を所
定の第ａ閾値以下に制限しつつ、前記回生電力を少なくとも該第１蓄電装置に充電するよ
うに前記電力伝送回路部を制御するように構成されていることが好ましい（第１２発明）
。
【００４９】
　これによれば、前記第２充電率が前記第１閾値よりも大きい状態、すなわち、第２蓄電
装置の充電率が高い状態では、前記回生電力が少なくとも第２蓄電装置に充電されるので
、該第２蓄電装置の充電率を回復することができる。そして、このとき、第１蓄電装置へ
の充電量が所定の第ａ閾値以下に制限されるので、該第１蓄電装置を比較的低レート（低
速）で充電することができる。ひいては、当該充電に起因する第１蓄電装置の劣化の進行
を抑制することができる。
【００５０】
　上記第１～第１２発明の電力供給システムは、前記電気負荷であるアクチュエータと、
内燃機関と、前記アクチュエータ及び前記内燃機関の少なくとも一方の動力により駆動し
得る被動負荷とをさらに備え得る。
【００５１】
　そして、この場合、前記制御装置は、前記被動負荷を駆動する動力として、前記内燃機
関及び前記アクチュエータのうちのアクチュエータの動力だけを使用可能なＣＤモード（
ＣＤ：Charge Depleting）と、前記内燃機関及び前記アクチュエータのそれぞれの動力を
使用可能なＣＳモード（ＣＳ：Charge Sustaining）とで前記電力伝送回路部を制御する
機能を有していると共に、前記第ＣＤモードで前記第１制御処理及び第２制御処理を実行
するように構成されていることが好ましい（第１３発明）。
【００５２】
　これによれば、前記ＣＤモードにおいては、前記第２蓄電装置の充電率が小さくなり過
ぎるのが防止される。被動負荷の駆動のための動力として、内燃機関の動力を使用し得る
前記ＣＳモードにおいて、前記アクチュエータを作動させるための主たる電源として、前
記第２蓄電装置を活用し得る。ひいては、ＣＤモードでは、エネルギー密度が相対的に高
い第１蓄電装置の蓄電エネルギーを、極力、前記アクチュエータを作動させるためのエネ
ルギーとして使用することが可能となる。
【００５３】
　その結果、ＣＤモードでアクチュエータに給電し得る期間を極力長くすることが可能と
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なる。
【００５４】
　また、ＣＳモードでは、前記アクチュエータの主たる電源として、出力密度が相対的に
高い第２蓄電装置を使用し得るため、内燃機関の動力を補助し得る動力を、アクチュエー
タから随時、高い応答性で発生させることが可能となる。
【００５５】
　なお、以上説明した第１～第１３発明において、前記電気負荷又はアクチュエータとし
て、例えば、電動モータを採用し得る。また、前記電力伝送回路部は、例えば、前記第１
蓄電装置及び第２蓄電装置の少なくとも一方の出力電圧を変換して出力する電圧変換器と
、前記第１蓄電装置又は前記第２蓄電装置又は前記電圧変換器から入力される直流電力を
交流電力に変換して前記電気負荷又はアクチュエータに給電するインバータとを含む構成
を採用し得る。
【００５６】
　また、本発明の輸送機器は、上記第１～第１３発明の電力供給システムを備える（第１
４発明）。この輸送機器によれば、上記第１～第１３発明に関して説明した効果を奏する
輸送機器を実現できる。
【００５７】
　また、本発明の電力伝送方法は、第１蓄電装置と、前記第１蓄電装置よりも出力密度が
高く、且つ、エネルギー密度が低い第２蓄電装置とを備え、前記第１蓄電装置及び第２蓄
電装置の少なくとも一方の蓄電装置から電気負荷への給電を行う電力供給システムにおい
て、前記電気負荷と第１蓄電装置と第２蓄電装置との間の電力伝送を行う方法であって、
　前記第２蓄電装置の充電率である第２充電率が所定の第１閾値よりも小さい場合に、前
記第１蓄電装置から前記第２蓄電装置に充電しつつ、該第１蓄電装置から前記電気負荷の
要求出力に対応する給電量を給電するステップと、前記第２充電率が前記第１閾値よりも
大きい場合に、前記第１蓄電装置及び第２蓄電装置のうちの少なくとも第１蓄電装置を含
む一方又は両方の蓄電装置から前記要求出力に対応する給電量を前記電気負荷に給電する
ステップとを備えることを特徴とする（第１５発明）。
【００５８】
　これによれば、前記第１発明と同様の効果を奏することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の実施形態における動力システムの全体構成を示す図。
【図２】第１蓄電装置及び第２蓄電装置のそれぞれの容量の使用態様の割り付けを概念的
に示す図。
【図３】制御装置が実行するメインルーチン処理を示すフローチャート。
【図４】ＣＤモードでの電動モータへの給電時における制御処理で使用するマップを示す
図。
【図５】ＣＤモードでの電動モータへの給電時における制御処理を示すフローチャート。
【図６】ＣＤモードでの電動モータへの給電時における制御処理を示すフローチャート。
【図７】ＣＤモードでの電動モータへの給電時における制御処理を示すフローチャート。
【図８】第１蓄電装置及び第２蓄電装置のそれぞれの負担率と発熱量との関係を例示する
グラフ。
【図９】ＣＤモードでの電動モータの回生運転時における制御処理で使用するマップを示
す図。
【図１０】ＣＤモードでの電動モータの回生運転時における制御処理を示すフローチャー
ト。
【図１１】第１ＣＳモードでの電動モータへの給電時における制御処理で使用するマップ
を示す図。
【図１２】第１ＣＳモードでの電動モータへの給電時における制御処理を示すフローチャ
ート。
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【図１３】第１ＣＳモードでの電動モータへの給電時における制御処理を示すフローチャ
ート。
【図１４】第１ＣＳモードでの電動モータの回生運転時における制御処理で使用するマッ
プを示す図。
【図１５】第１ＣＳモードでの電動モータの回生運転時における制御処理を示すフローチ
ャート。
【図１６】第２ＣＳモードでの電動モータへの給電時における制御処理で使用するマップ
を示す図。
【図１７】第２ＣＳモードでの電動モータへの給電時における制御処理を示すフローチャ
ート。
【図１８】第２ＣＳモードでの電動モータの回生運転時における制御処理で使用するマッ
プを示す図。
【図１９】第２ＣＳモードでの電動モータの回生運転時における制御処理を示すフローチ
ャート。
【図２０】第１蓄電装置及び第２蓄電装置のそれぞれのＳＯＣの経時変化のパターンを例
示するグラフ。
【発明を実施するための形態】
【００６０】
　本発明の一実施形態を図１～図２０を参照して以下に説明する。図１を参照して、本実
施形態の動力システム１は、輸送機器の一例としての車両（詳しくはハイブリッド車両）
に搭載されたシステムである。この動力システム１は、本発明の電力供給システムの一例
である。
【００６１】
　この動力システム１は、被動負荷としての駆動輪ＤＷを回転駆動する動力をそれぞれ発
生可能な内燃機関２及び電動モータ３と、発電機４と、電動モータ３の電源としての第１
蓄電装置５及び第２蓄電装置６と、電動モータ３、発電機４、第１蓄電装置５及び第２蓄
電装置６の間の電力伝送を行う電力伝送回路部７、動力システム１の作動制御を行う機能
を有する制御装置８とを備える。
【００６２】
　内燃機関２は、燃料の燃焼によって発生する動力を、適宜の動力伝達機構を介して駆動
輪ＤＷに伝達することで、該駆動輪ＤＷを回転駆動する。図示例の動力システム１におけ
る当該動力伝達機構は、内燃機関２が発生する動力を、該内燃機関２の出力軸２ａからク
ラッチ１１と複数のギヤ１２，１３，１４，１５とを順に経由して駆動輪ＤＷに伝達する
ように構成されている。クラッチ１１は、動力を伝達し得る接続状態と、動力伝達を遮断
する遮断状態とに選択的に動作し得る。
【００６３】
　電動モータ３は、本発明におけるアクチュエータに相当する。この電動モータ３は、電
力の供給を受けた状態での力行運転により発生する動力を、適宜の動力伝達機構を介して
駆動輪ＤＷに伝達することで、該駆動輪ＤＷを回転駆動する。図示例の動力システム１に
おける当該動力伝達機構は、電動モータ３が発生する動力を、該電動モータ３の出力軸３
ａから複数のギヤ１６，１３，１４，１５を順に経由して駆動輪ＤＷに伝達するように構
成されている。
【００６４】
　また、電動モータ３は、力行運転の他、駆動輪ＤＷ側から伝達される車両の運動エネル
ギーにより回生電力を出力する回生運転を行うことも可能である。
【００６５】
　補足すると、図１では、１つの駆動輪ＤＷだけを代表的に記載しているが、内燃機関２
又は電動モータ３から複数の駆動輪ＤＷへの動力伝達は、図示を省略するディファレンシ
ャルギヤ装置を含む動力伝達機構を介して行われる。
【００６６】
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　発電機４は、その回転軸４ａを内燃機関２の動力により回転駆動することで、発電電力
を出力し得る発電機である。該発電機４の回転軸４ａは、内燃機関２の出力軸２ａと互い
に連動して回転するように、適宜の動力伝達機構を介して該出力軸２ａに接続されている
。図示例の動力システム１における当該動力伝達機構は、出力軸２ａと回転軸４ａとの間
の動力伝達を、例えば２つのギヤ１７，１８を介して行うように構成されている。
【００６７】
　また、本実施形態では、発電機４は、発電機としての機能に加えて、内燃機関２の始動
用アクチュエータ（始動用モータ）としての機能を併せ持つ。すなわち、発電機４に電力
を供給することによって、該発電機４を電動モータとして動作させ得る。そして、電動モ
ータとしての発電機４の動力が、回転軸４ａから内燃機関２の出力軸２ａに伝達されるこ
とによって、該出力軸２ａが回転駆動される。
【００６８】
　補足すると、内燃機関２又は電動モータ３と駆動輪ＤＷとの間の動力伝達機構、あるい
は、内燃機関２と発電機４との間の動力伝達機構は、図１に例示した構成のもの以外に、
種々様々の構成を採用し得る。
【００６９】
　これらの動力伝達機構は、例えば、ギヤ以外の動力伝達要素（例えば、プーリ及びベル
ト、あるいは、スプロケット及びチェーン等）を含んでいてもよく、さらには、変速機を
含んでいてもよい。
【００７０】
　また、電動モータ３の出力軸３ａは、例えばクラッチ１１と駆動輪ＤＷとの間の動力伝
達機構のいずれかの回転軸と同軸に直結され、もしくは一体に構成されていてもよい。
【００７１】
　また、電動モータ３と駆動輪ＤＷとの間の動力伝達機構、あるいは、内燃機関２と発電
機４との間の動力伝達機構はクラッチを含んでいてもよい。
【００７２】
　また、動力システム１は、内燃機関２の始動用アクチュエータを、発電機４とは別に備
えていてもよい。
【００７３】
　第１蓄電装置５及び第２蓄電装置６は、車両に備えられた充電装置（図示省略）を介し
て外部電源から充電可能な蓄電装置であると共に、それぞれの特性が異なる蓄電装置であ
る。
【００７４】
　具体的には、第１蓄電装置５は、第２蓄電装置６よりもエネルギー密度が高い蓄電装置
である。該エネルギー密度は、単位重量当たり又は単位体積当たりに貯蔵し得る電気エネ
ルギー量である。かかる第１蓄電装置５は、例えば、リチウムイオン電池等により構成さ
れ得る。
【００７５】
　また、第２蓄電装置６は、第１蓄電装置５よりも出力密度が高い蓄電装置である。該出
力密度は、単位重量当たり、又は単位体積当たりに出力可能な電気量（単位時間当たりの
電気エネルギー量又は単位時間当たりの電荷量）である。かかる第２蓄電装置６は、例え
ば、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、キャパシタ等により構成され得る。
【００７６】
　エネルギー密度が相対的に高い第１蓄電装置５は、第２蓄電装置６に比して、多くの電
気エネルギーを貯蔵し得る。そして、第１蓄電装置５は、その出力の変動が頻繁に生じる
ような形態で放電を行うよりも、該出力の変動が生じ難い形態で定常的な放電を行う方が
劣化の進行が抑制されるという特性を有する。
【００７７】
　さらに、第１蓄電装置５は、第２蓄電装置６に比して、充電（特に、高レートでの充電
）に対する劣化耐性が低い（充電に起因する劣化が進行しやすい）。
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【００７８】
　また、出力密度が相対的に高い第２蓄電装置６は、第１蓄電装置５に比して、内部抵抗
（インピーダンス）が小さいために、瞬時的に大きな電力を出力することが可能である。
そして、第２蓄電装置６は、その充電率が高容量側又は低容量側に偏った状態で放電又は
充電を行うよりも、該充電率が中程度の領域に維持されるようにして放電又は充電を行う
方が劣化の進行が抑制されるという特性を有する。より詳しく言えば、第２蓄電装置６は
、その充電率が中程度の領域ら、高容量側又は低容量側に増加又は減少するほど、劣化が
進行しやすくなるという特性を有する。
【００７９】
　なお、各蓄電装置５，６の充電率は、満充電状態での容量に対する残容量の比率である
。以降、該充電率をＳＯＣ（State Of Charge）ということがある。また、第１蓄電装置
５のＳＯＣを第１ＳＯＣ、第２蓄電装置６のＳＯＣを第２ＳＯＣということがある。
【００８０】
　電力伝送回路部７は、本実施形態では、電動モータ３に接続されたインバータ２１と、
発電機４に接続されたインバータ２２と、第１蓄電装置５に接続された電圧変換器２３と
、第２蓄電装置６に接続された電圧変換器２４とを含む。
【００８１】
　インバータ２１，２２は、それぞれに備えられたスイッチング素子をデューティ信号に
より制御することによって、直流電力及び交流電力の一方から他方への電力変換を行う公
知の回路である。
【００８２】
　電動モータ３側のインバータ２１は、電動モータ３の力行運転時には、電圧変換器２３
，２４側から入力される直流電力を交流電力に変換して、電動モータ３に出力するように
制御することが可能であると共に、電動モータ３の回生運転時には、電動モータ３から入
力される交流電力（回生電力）を直流電力に変換して、電圧変換器２３，２４側に出力す
るように制御することが可能である。
【００８３】
　また、発電機４側のインバータ２２は、発電機４の発電運転時には、該発電機４から入
力される交流電力（発電電力）を直流電力に変換して、電圧変換器２３，２４側に出力す
るように制御することが可能であると共に、発電機４を内燃機関２の始動用アクチュエー
タとして運転させる時には、電圧変換器２３，２４側から入力される直流電力を交流電力
に変換して、発電機４に出力するように制御することが可能である。
【００８４】
　電圧変換器２３，２４は、それぞれに備えられたスイッチング素子をデューティ信号に
より制御することによって、直流電力の電圧変換（昇圧又は降圧）を行う公知の回路（ス
イッチング方式のＤＣ／ＤＣコンバータ）である。各電圧変換器２３，２４は、電圧の変
換率（昇圧率又は降圧率）を可変的に制御し得ると共に、双方向の電力伝送（各蓄電装置
５，６の放電時の電力伝送及び充電時の電力伝送）を行うことが可能である。
【００８５】
　制御装置８は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、インターフェース回路等を含む電子回路ユニ
ットにより構成されている。なお、制御装置８は、相互に通信可能な複数の電子回路ユニ
ットにより構成されていてもよい。
【００８６】
　この制御装置８は、実装されるハードウェア構成又は実装されるプログラム（ソフトウ
ェア構成）により実現される機能として、内燃機関２の運転制御を行う内燃機関運転制御
部３１と、電力伝送回路部７を制御する（ひいては、電動モータ３及び発電機４の運転制
御を行う）電力伝送制御部３２と、クラッチ１１の動作状態の切替え制御を行うクラッチ
制御部３３と、車両のブレーキ装置（図示省略）を制御するブレーキ制御部３４を含む。
【００８７】
　そして、制御装置８には、上記の機能を実現するために必要な情報として、各種のセン
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シングデータが入力される。該センシングデータは、例えば、車両のアクセルペダルの操
作量、ブレーキペダルの操作量、車速、内燃機関２の出力軸２ａの回転速度、電動モータ
３の出力軸３ａの回転速度、発電機４の回転軸４ａの回転速度、第１ＳＯＣ、及び第２Ｓ
ＯＣのそれぞれの検出値を示すデータを含む。
【００８８】
　なお、制御装置８は、第１ＳＯＣ及び第２ＳＯＣを検出（推定）するＳＯＣ検出器とし
ての機能を含み得る。この場合には、制御装置８には、第１ＳＯＣ及び第２ＳＯＣのそれ
ぞれの検出値を示すセンシングデータの代わりに、第１ＳＯＣ及び第２ＳＯＣを推定する
ためのセンシングデータ（例えば、各蓄電装置５，６毎の電圧、電流、温度等の検出値を
示すデータ）が入力される。
【００８９】
　以降、制御装置８の制御処理を具体的に説明する。
【００９０】
　（制御装置８の制御処理の概要）
　まず、制御装置８が実行する制御処理の概要を説明しておく。制御装置８が実行する制
御処理は、ＣＤモード（ＣＤ：Charge Depleting）の制御処理と、ＣＳモード（ＣＳ：Ch
arge Sustaining）の制御処理との２種類に大別される。該ＣＤモード及びＣＳモードは
、車両の走行時における動力システム１の動作態様の種別を表している。
【００９１】
　本実施形態におけるＣＤモードは、駆動輪ＤＷを駆動する動力（車両の走行用の動力）
として、内燃機関２及び電動モータ３のうちの電動モータ３の動力だけを使用可能なモー
ド（換言すれば、車両を電気自動車として走行させるモード）である。
【００９２】
　本実施形態におけるＣＤモードでは、第１蓄電装置５及び第２蓄電装置６のうちの第１
蓄電装置５の蓄電エネルギーを電動モータ３の主たる電源エネルギーとして使用して、電
動モータ３の力行運転が行われる。
【００９３】
　補足すると、本実施形態におけるＣＤモードでは、内燃機関２は運転停止状態に維持さ
れる（内燃機関２の運転が禁止される）。
【００９４】
　一方、本実施形態におけるＣＳモードは、駆動輪ＤＷを駆動する動力として、内燃機関
２及び電動モータ３のそれぞれの動力を使用可能なモードである。より詳しく言えば、Ｃ
Ｓモードは、内燃機関２の動力を、駆動輪ＤＷを駆動するための主たる動力として使用し
、電動モータ３の動力を、駆動輪ＤＷを駆動するための補助的な動力として使用可能なモ
ードである。
【００９５】
　本実施形態におけるＣＳモードは、第１蓄電装置５及び第２蓄電装置６のうちの第２蓄
電装置６の電力を、電動モータ３の力行運転時の主たる電源エネルギーとして使用すると
共に、該第２蓄電装置６の電力を適宜、第１蓄電装置５に充電（移送）することで、該第
１蓄電装置５のＳＯＣ（第１ＳＯＣ）を徐々に回復させる第１ＣＳモードと、第１蓄電装
置５及び第２蓄電装置６のうちの第１蓄電装置５の電力を、電動モータ３の力行運転時の
主たる電源エネルギーとして使用すると共に、発電機４の発電電力を第２蓄電装置６に充
電することで、該第２蓄電装置６のＳＯＣ（第２ＳＯＣ）を回復させる第２ＣＳモードと
に分類される。
【００９６】
　そして、第１蓄電装置５及び第２蓄電装置６の全体の充放電の収支を適切に図りつつ、
第１ＣＳモードでの制御処理と、第２ＣＳモードでの制御処理とが交互に実行される。さ
らに、第１ＣＳモードでの制御処理と第２ＣＳモードでの制御処理との繰り返しによって
、あるいは、外部の電力系統を用いたプラグイン充電によって、第１蓄電装置５のＳＯＣ
がある程度回復すると、制御処理のモードがＣＳモードからＣＤモードに復帰される。
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【００９７】
　ここで、本実施形態において、第１蓄電装置５及び第２蓄電装置６のそれぞれの蓄電エ
ネルギーをどのように使用するかのパターンを図２を参照して説明しておく。
【００９８】
　本実施形態では、図２の左側の棒グラフで示すように、第１蓄電装置５の満充電容量（
１００％のＳＯＣ）のうちのＢ１ａ[％]以下の範囲の容量（蓄電エネルギー）が、電動モ
ータ３への給電に使用し得る容量として割り付けられている。Ｂ１ａ[％]は、第１ＳＯＣ
の検出誤差、あるいは、充電制御誤差等を考慮して、１００％よりも若干小さい充電率に
設定されている。
【００９９】
　そして、Ｂ１ａ[％]～Ｂ１ｂ[％]の範囲の容量が、前記ＣＤモードでの電動モータ３へ
の給電用の容量として割り付けられ、Ｂ１ｂ[％]以下の範囲が、前記ＣＳモードにて補助
的に電動モータ３への給電に使用し得る容量を含む範囲として割り付けられている。Ｂ１
ｂ[％]は０％に近いＳＯＣに設定されている。
【０１００】
　なお、Ｂ１ｂ[％]以下の範囲は、ＣＳモードにて電動モータ３への給電に使用し得る容
量の他に、第１ＳＯＣの検出誤差等を考慮したマージンを含んでいる。
【０１０１】
　このように、第１蓄電装置５の満充電容量のうちの大部分の範囲（Ｂ１ａ[％]～Ｂ１ｂ
[％]の範囲）が、ＣＤモードでの電動モータ３への給電用の容量の範囲として割り付けら
れている。
【０１０２】
　また、本実施形態では、図２の右側の棒グラフで示すように、第２蓄電装置６の満充電
容量（１００％のＳＯＣ）のうちのＢ２ａ[％]～Ｂ２ｂ[％]の範囲の容量が、ＣＤモード
にて電動モータ３への給電に使用し得る専用的な容量として割り付けられ、Ｂ２ｂ[％]～
Ｂ２ｃ[％]の範囲の容量が、ＣＳモードにて電動モータ３への給電に使用し得る容量とし
て割り付けられている。
【０１０３】
　なお、本実施形態では、Ｂ２ｂ[％]～Ｂ２ｃ[％]の範囲の容量は、その一部をＣＤモー
ドでも使用可能である。ただし、Ｂ２ｂ[％]～Ｂ２ｃ[％]の範囲の容量は、ＣＤモードで
一時的に使用可能な容量であり、電動モータ３への給電に使用した後、基本的には、その
使用分が第１蓄電装置５から補充され得る容量である。
【０１０４】
　ここで、第２蓄電装置６は、その劣化の進行を極力抑制する上では、第２ＳＯＣが中程
度近辺のＳＯＣとなっている状態で放電又は充電を行うことが好ましい。このため、Ｂ２
ｂ[％]は、中程度のＳＯＣに設定され、Ｂ２ａ[％]は、１００％に近づき過ぎない範囲で
Ｂ２ｂ[％]よりも大きい値に設定され、Ｂ２ｃ[％]は０％に近づき過ぎない範囲でＢ２ｂ
[％]よりも小さい値に設定されている。
【０１０５】
　さらに、Ｂ２ｃ[％]以下の範囲は、内燃機関２の始動用の電力（始動用アクチュエータ
としての発電機４への給電に使用し得る電力）を含む範囲として割り付けられている。
【０１０６】
　なお、本実施形態では、内燃機関２の始動時における発電機４への給電は、第２蓄電装
置６から行われ、第１蓄電装置５の電力は使用されない。このため、第１蓄電装置５は、
内燃機関２の始動用の電力を確保する必要がない。
【０１０７】
　その結果、ＣＤモードでの電動モータ３への給電用の容量の範囲として割り付けられて
いる第１蓄電装置５のＳＯＣの範囲をより広くできる。すなわち、すなわち、内燃機関２
の燃料消費が生じないか、もしくは抑制されるＣＤモードにおいて、車両の航続可能距離
が増大すると共に、動力システム１の環境性能が向上する。また、内燃機関２の始動時に
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要求される始動用アクチュエータ（本実施形態では、発電機４）への瞬間的な給電を第２
蓄電装置６が担うため、第１蓄電装置５の劣化の進行を好適に抑制できる。
【０１０８】
　図２に示す如く、ＣＤモードにおいては、電動モータ３への給電に使用し得る第１蓄電
装置５のＳＯＣの範囲（Ｂ１ａ[％]～Ｂ１ｂ[％]）は、電動モータ３への給電に使用し得
る第２蓄電装置６のＳＯＣの範囲（Ｂ２ａ[％]～Ｂ２ｂ[％]）に比して広い範囲となって
いる。
【０１０９】
　このため、ＣＤモードでは、第１蓄電装置５の電力を主に使用して電動モータ３の力行
運転を行うことができる。また、第２蓄電装置６の電力を必要に応じて補助的に使用して
、電動モータ３の力行運転を行うこともできる。
【０１１０】
　特に、第１蓄電装置５は、内燃機関２の始動用の電力を確保しておく必要が無いため、
ＣＤモードにおいて、電動モータ３への給電に使用し得るＳＯＣの範囲（Ｂ１ａ[％]～Ｂ
１ｂ[％]）を極力広くすることが可能となっている。
【０１１１】
　この結果、電動モータ３の動力だけを使用して車両の走行を行うＣＤモードにおいて、
電動モータ３への給電を持続し得る期間、ひいては、内燃機関２の燃料消費が生じないか
、もしくは抑制されるＣＤモードでの車両の航続可能距離を極力長くすることができると
共に、車両の環境性能を向上することができる。
【０１１２】
　一方、ＣＳモードにおいては、図２に示す如く、電動モータ３への給電に使用し得る第
２蓄電装置６のＳＯＣの範囲（Ｂ２ｂ[％]～Ｂ２ｃ[％]）は、電動モータ３への給電に使
用し得る第１蓄電装置５のＳＯＣの範囲（Ｂ１ｂ[％]以下の範囲のうちの一部の範囲）に
比して広い範囲となっている。
【０１１３】
　このため、ＣＳモードでは、駆動輪ＤＷの駆動（車両の走行）のために、内燃機関２の
動力を補助する動力を、主に、高出力型の第２蓄電装置６から電動モータ３への給電によ
ってすばやく（高い応答性）で発生させることができる。
【０１１４】
　従って、動力システム１が駆動輪ＤＷに対して高い駆動力を出力する際には、第２蓄電
装置６からの給電によって電動モータ３が補助的な動力を出力することにより、内燃機関
２の過剰な燃料消費の抑制のみならず、内燃機関２の排気量の縮小も実現できる。
【０１１５】
　さらに、第２蓄電装置６は、その出力密度が第１蓄電装置５よりも高いため、高い応答
性が要求される充電もしくは放電に対する耐性が第１蓄電装置５よりも優れる。従って、
第１蓄電装置５の劣化をより一層抑制できる。
【０１１６】
　（メインルーチン処理）
　以上を踏まえて、制御装置８の制御処理を詳細に説明する。制御装置８は、車両の起動
状態において、図３のフローチャートに示すメインルーチン処理を所定の制御処理周期で
逐次実行する。
【０１１７】
　ＳＴＥＰ１において、制御装置８は、現在の制御処理のモードと、第１蓄電装置５のＳ
ＯＣ（第１ＳＯＣ）の検出値と、第２蓄電装置６のＳＯＣ（第２ＳＯＣ）の検出値とを取
得する。
【０１１８】
　なお、車両の起動前の運転停止中に、第１蓄電装置５が満充電状態まで（もしくは、後
述のＣＳ→ＣＤ切替閾値B1_mc2以上のＳＯＣまで）充電された場合には、車両の起動後の
当初の制御処理のモードはＣＤモードである。また、車両の起動前の運転停止中に第１蓄
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電装置５の充電が行われていない場合には、車両の起動後の当初の制御処理のモードは、
車両の前回の運転の終了時のモードと同じモードである。
【０１１９】
　次いで、ＳＴＥＰ２において、制御装置８は、現在の制御処理のモードがＣＤモードで
あるか否かを判断する。このＳＴＥＰ２の判断結果が肯定的である場合には、制御装置８
は、さらに、ＳＴＥＰ３において、第１ＳＯＣの検出値が所定のモード切替閾値B1_mc1以
上であるか否かを判断する。このモード切替閾値B1_mc1は、ＣＤモードからＣＳモードへ
の切替えを行うか否かを規定する閾値であり、以降、ＣＤ→ＣＳ切替閾値B1_mc1という。
該ＣＤ→ＣＳ切替閾値B1_mc1の設定値は、本実施形態では、図２に示したＢ１ｂ[％]であ
る。
【０１２０】
　ＳＴＥＰ３の判断結果が肯定的である場合には、制御装置８は、ＳＴＥＰ４において、
制御処理のモードとしてＣＤモードを選定し、該ＣＤモードの制御処理（詳細は後述する
）を実行する。この場合、ＣＤモードの制御処理が継続して実行されることとなる。
【０１２１】
　ＳＴＥＰ３の判断結果が否定的である場合には、制御装置８は、次に、ＳＴＥＰ５にお
いて、第２ＳＯＣの検出値がモード切替閾値B2_mc1以上であるか否かを判断する。このモ
ード切替閾値B2_mc1は、第１ＣＳモードから第２ＣＳモードへの切替えを行うか否かを規
定する閾値であり、以降、ＣＳ１→ＣＳ２切替閾値B2_mc1という。該ＣＳ１→ＣＳ２切替
閾値B2_mc1の設定値は、本実施形態では、図２に示したＢ２ｃ[％]である。
【０１２２】
　ＳＴＥＰ５の判断結果が肯定的である場合には、制御装置８は、ＳＴＥＰ６において、
制御処理のモードとして第１ＣＳモードを選定し、該第１ＣＳモードの制御処理（詳細は
後述する）を実行する。これにより、制御処理のモードがＣＤモードから第１ＣＳモード
に切り替えられる。
【０１２３】
　ＳＴＥＰ５の判断結果が否定的である場合には、制御装置８は、ＳＴＥＰ７において発
電機４の発電運転を行わせる発電制御処理を実行する。
【０１２４】
　この発電制御処理では、制御装置８は、内燃機関運転制御部３１及び電力伝送制御部３
２に対して発電機４の発電運転を行うべき旨を指示する。
【０１２５】
　このとき、内燃機関運転制御部３１は、内燃機関２から発電機４を駆動するための動力
を付加した動力を出力させるように該内燃機関２を制御する。また、電力伝送制御部３２
は、内燃機関２の動力により発電機４が発生する発電電力を第１蓄電装置５及び第２蓄電
装置６のうちの第２蓄電装置６に優先的に充電するように電力伝送回路部７を制御する。
具体的には、第１ＳＯＣの検出値が所定値（例えば後述する閾値B1_th1（図１１を参照）
）よりも小さい場合を除いて、発電電力を第２蓄電装置６だけに充電するように電力伝送
回路部７の電圧変換器２４及びインバータ２２を制御する。
【０１２６】
　また、第１ＳＯＣの検出値が上記所定値よりも小さい場合で、且つ、電動モータ３への
給電の停止中である場合には、発電電力を第１蓄電装置５及び第２蓄電装置６の両方に充
電するように電力伝送回路部７の電圧変換器２３，２４及びインバータ２２を制御する。
なお、この場合、第１蓄電装置５への発電電力の充電量は、該第１蓄電装置５の劣化の進
化を抑制するために、低レート（低速）での充電量に制限される。
【０１２７】
　これにより、発電電力が第２蓄電装置６に優先的に充電される。また、第１蓄電装置５
の充電率が低い場合に、発電電力の一部が、適宜、低レートで第１蓄電装置５に充電され
る。
【０１２８】
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　このとき、内燃機関運転制御部３１は、内燃機関２から発電機４を駆動するための動力
を付加した動力を出力させるように該内燃機関２を制御する。また、電力伝送制御部３２
は、内燃機関２の動力により発電機４が発生する発電電力を第１蓄電装置５及び第２蓄電
装置６のうちの第２蓄電装置６にだけ充電するように電力伝送回路部７の電圧変換器２４
及びインバータ２２を制御する。
【０１２９】
　これにより、発電機４の発電運転が行われると共に、発電電力が第２蓄電装置６に充電
される。
【０１３０】
　ただし、ＳＴＥＰ５の判断結果が否定的となったときに、内燃機関２の運転が行われて
いるとは限らず、内燃機関２の運転が未だ開始されていない場合もある。この場合には、
制御装置８は、内燃機関２を始動した後に、発電機４の発電運転を行うべき旨を内燃機関
運転制御部３１及び電力伝送制御部３２に対して指示する。
【０１３１】
　この場合、内燃機関２の始動処理では、電力伝送回路部７は、第２蓄電装置６から発電
機４に給電する（ひいては発電機４を始動用モータとして作動させる）ように、第２蓄電
装置６側の電圧変換器２４と、発電機４側のインバータ２２とを制御する。これにより、
内燃機関２の出力軸２ａが、始動用アクチュエータ（始動用モータ）としての発電機４の
動力により回転駆動される。このように、本実施形態では、内燃機関２の始動時における
発電機４（始動用モータ）への給電は、第２蓄電装置６から行われる。
【０１３２】
　従って、内燃機関２の始動時に要求される始動用アクチュエータ（発電機４）への瞬間
的な給電を第２蓄電装置６が担うため、第１蓄電装置５の劣化の進行を好適に抑制できる
。
【０１３３】
　そして、内燃機関運転制御部３１は、内燃機関２の出力軸２ａの回転に同期して該内燃
機関２に燃料を供給し、該内燃機関２の燃焼運転を開始させる。その後、内燃機関運転制
御部３１及び電力伝送制御部３２が発電機４の発電運転を行うための前記した制御処理を
実行することで、該発電機４の発電運転と、第２蓄電装置６への発電電力の充電とが開始
される。
【０１３４】
　上記ＳＴＥＰ７の発電制御処理に続いて、制御装置８は、ＳＴＥＰ８において、制御処
理のモードとして第２ＣＳモードを選定し、該第２ＣＳモードの制御処理（詳細は後述す
る）を実行する。これにより、制御処理のモードがＣＤモードから第２ＣＳモードに切り
替えられる。
【０１３５】
　補足すると、第２ＣＳモードにおいて、電動モータ３の回生運転中は、発電機４の発電
運転による第２蓄電装置６の充電は中断される。この場合、電力伝送回路部７のインバー
タ２２が通電遮断状態に制御される。ただし、電動モータ３の回生電力を第２蓄電装置６
に充電することと、発電機４の発電電力を第２蓄電装置６に充電することとを並行して行
ってもよい。
【０１３６】
　また、前記ＳＴＥＰ２の判断結果が否定的である場合には、制御装置８は、次にＳＴＥ
Ｐ９において、現在の制御処理のモードが第１ＣＤモードであるか否かを判断する。
【０１３７】
　このＳＴＥＰ９の判断結果が肯定的である場合には、制御装置８はさらに、ＳＴＥＰ１
０おいて、第１ＳＯＣの検出値が所定のモード切替閾値B1_mc2以上であるか否かを判断す
る。このモード切替閾値B1_mc2は、ＣＳモードからＣＤモードへの切替えを行うか否かを
規定する閾値であり、以降、ＣＳ→ＣＤ切替閾値B1_mc2という。該ＣＳ→ＣＤ切替閾値B1
_mc2の設定値は、本実施形態では、第１ＣＳモード及び第２ＣＳモードの相互間の切替え
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に、ヒステリシスをもたせるために、前記ＳＴＥＰ３におけるモード切替閾値B1_mc1より
も高い値であり、例えば、図２に示したＢ１ｂ[％]とＢ１ａ[％]との間の値である。
【０１３８】
　ＳＴＥＰ１０の判断結果が肯定的である場合には、制御装置８は、前記ＳＴＥＰ４にお
おいて、制御処理のモードとしてＣＤモードを選定し、該ＣＤモードの制御処理を実行す
る。これにより、制御処理のモードがＣＳモード（第１ＣＳモード）からＣＤモードに切
替えられる。
【０１３９】
　ＳＴＥＰ１０の判断結果が否定的である場合には、制御装置８は、前記したＳＴＥＰ５
からの処理を実行する。この場合、ＳＴＥＰ５の判断結果が肯定的である場合には、第１
ＣＳモードの制御処理が継続的に実行されることとなる。また、ＳＴＥＰ５の判断結果が
否定的である場合には、制御処理のモードが第１ＣＳモードから第２ＣＳモードに切り替
えられる。
【０１４０】
　また、前記ＳＴＥＰ９の判断結果が否定的である場合には、制御装置８はさらに、ＳＴ
ＥＰ１１において、第２ＳＯＣの検出値が所定のモード切替閾値B2_mc2以上であるか否か
を判断する。このモード切替閾値B2_mc2は、第２ＣＳモードから第１ＣＳモードへの切替
えを行うか否かを規定する閾値であり、以降、ＣＳ２→ＣＳ１切替閾値B2_mc2という。該
ＣＳ２→ＣＳ１切替閾値B2_mc2の設定値は、本実施形態では、図２に示したＢ２ｂ[％]（
＞ＣＳ１→ＣＳ２切替閾値B2_mc1）である。
【０１４１】
　ＳＴＥＰ１１の判断結果が肯定的である場合には、制御装置８は、前記ＳＴＥＰ６にお
おいて、制御処理のモードとして第１ＣＳモードを選定し、該第１ＣＳモードの制御処理
を実行する。これにより、制御処理のモードが第２ＣＳモードから第１ＣＳモードに切替
えられる。
【０１４２】
　ＳＴＥＰ１１の判断結果が否定的である場合には、制御装置８は、前記したＳＴＥＰ７
からの処理を実行する。この場合、ＳＴＥＰ７，８の処理より、発電機４の発電運転が継
続的に実行されると共に、第２ＣＳモードでの制御処理が継続的に実行されることとなる
。
【０１４３】
　以上の如く、ＣＤモード及びＣＳモードの相互間の切替えは、第１ＳＯＣに基づいて行
われ、第１ＣＳモード及び第２ＣＳモードの相互間の切替えは、第２ＳＯＣに基づいて行
われる。
【０１４４】
　（ＣＤモードの制御処理）
　次に、前記ＳＴＥＰ４でのＣＤモードの制御処理を詳細に説明する。
【０１４５】
　制御装置８は、車両のアクセルペダルの操作量の検出値、ブレーキペダルの操作量の検
出値、及び車速の検出値等に応じて車両全体の要求駆動力（要求推進力）又は要求制動力
を決定すると共に、内燃機関２、電動モータ３、発電機４、クラッチ１１及びブレーキ装
置のそれぞれの目標動作状態を決定する。
【０１４６】
　ＣＤモードにおいては、制御装置８は、内燃機関２及び発電機４を運転停止状態に維持
すると共に、クラッチ１１を遮断状態に維持する。
【０１４７】
　また、制御装置８は、車両全体の要求駆動力がゼロでない状況（以降、この状況を車両
の駆動要求状態という）では、その要求駆動力を、電動モータ３の動力により実現するよ
うに、電動モータ３の要求出力DM_dmdを決定する。
【０１４８】
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　そして、詳細は後述するが、制御装置８は、その要求出力DM_dmdと、第２蓄電装置６の
ＳＯＣ（第２ＳＯＣ）の検出値とに応じて、図４に示す如くあらかじめ作成されたマップ
に従って、第１蓄電装置５及び第２蓄電装置６の一方又は両方から電動モータ３に給電す
るように、電力伝送回路部７の電動モータ３側のインバータ２１と電圧変換器２３，２４
とを制御することを電力伝送制御部３２により実行する。
【０１４９】
　なお、電動モータ３の要求出力DM_dmdとしては、車両の要求駆動力を実現し得る動力（
出力トルク）を電動モータ３から出力させるために、該電動モータ３に単位時間当たりに
供給すべき電気エネルギー量の要求値（換言すれば、電力要求値）、あるいは、電動モー
タ３から出力させるべき駆動力もしくは単位時間当たりの機械的な出力エネルギー量の要
求値、あるいは、電動モータ３に通電すべき電流の要求値等を使用することができる。
【０１５０】
　本実施形態では、電動モータ３の要求出力DM_dmdの一例として、電動モータ３に単位時
間当たりに供給すべき電気エネルギー量の要求値が使用される。
【０１５１】
　また、制御装置８は、車両全体の要求制動力がゼロでない状況（以降、この状況を車両
の制動要求状態という）では、その要求制動力に対する電動モータ３及びブレーキ装置の
それぞれの負担分を決定する。この場合、制御装置８は、基本的には、要求制動力のうち
の電動モータ３の負担分が極力大きくなるように、要求制動力の大きさ、及び第２ＳＯＣ
の検出値等に基づいて、電動モータ３及びブレーキ装置のそれぞれの負担分を決定する。
【０１５２】
　そして、制御装置８は、要求制動力のうちのブレーキ装置の負担分に応じて該ブレーキ
装置を制御することをブレーキ制御部３４により実行する。
【０１５３】
　また、制御装置８は、要求制動力のうちの電動モータ３の負担分を、該電動モータ３の
回生運転により発生する回生制動力により実現するように、該電動モータ３の要求回生量
G_dmdを決定する。
【０１５４】
　そして、制御装置８は、その要求回生量G_dmdと、第２蓄電装置６のＳＯＣ（第２ＳＯ
Ｃ）の検出値とに応じて、図９に示す如くあらかじめ作成されたマップに従って、第１蓄
電装置５及び第２蓄電装置６の一方又は両方に、電動モータ３から出力される回生電力を
充電するように、電力伝送回路部７の電動モータ３側のインバータ２１と電圧変換器２３
，２４とを制御することを電力伝送制御部３２により実行する。この場合、本実施形態で
は、ＣＤモードにおける回生電力の主たる充電対象の蓄電装置は、第２蓄電装置６である
。
【０１５５】
　なお、電動モータ３の要求回生量G_dmdとしては、例えば、車両全体の要求制動力のう
ちの電動モータ３の負担分として、該電動モータ３が回生運転により発生する回生制動力
の要求値、あるいは、電動モータ３が回生運転により発生する回生電力（単位時間当たり
の発電エネルギー量）、あるいは、電動モータ３に通電すべき電流の要求値等を使用する
ことができる。
【０１５６】
　本実施形態では、電動モータ３の要求回生量G_dmdの一例として、回生電力の要求値が
使用される。
【０１５７】
　（ＣＤモードでの力行運転時の制御処理）
　ＣＤモードにおける電動モータ３の力行運転時に電力伝送制御部３２が実行する制御処
理を、図４～図８を参照して以下に詳説する。
【０１５８】
　まず、図４は、電動モータ３の要求出力DM_dmdと第２ＳＯＣとに応じて該電動モータ３
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に給電すべき電気量（給電量）に対する第１蓄電装置５及び第２蓄電装置６のそれぞれの
出力の分担形態を表すマップを示している。
【０１５９】
　図４の斜線領域は、電動モータ３への給電量の全体又は一部を第１蓄電装置５が負担す
る領域、点描領域は、該給電量の全体又は一部を第２蓄電装置６が負担する領域を表して
いる。
【０１６０】
　より詳しくは、下段側の斜線領域は、第１蓄電装置５だけが、電動モータ３への給電量
の全体を負担する領域を表し、点描領域又は上段側の斜線領域は、電動モータ３への給電
量を、第１蓄電装置５及び第２蓄電装置６の両方が負担する領域を表している。
【０１６１】
　なお、図４のマップにおけるDM_max1は、ＣＤモードでの要求出力DM_dmdの最大値であ
る。この最大値DM_max1は、第２ＳＯＣが所定値Ｂ２ｅ以上のＳＯＣである場合は、一定
値であり、第２ＳＯＣがＢ２ｅよりも小さい場合には、第２ＳＯＣの減少に伴い小さくな
る。
【０１６２】
　ＣＤモードにおける電動モータ３の力行運転時の制御処理では、図４に示すように、前
記した第２蓄電装置６の使用範囲内（図２に示したＢ２ａ～Ｂ２ｃの範囲内）において、
第２ＳＯＣの値が、ＳＯＣ≧B2_th1となる高ＳＯＣ領域（高残容量領域）に属する場合と
、B2_th1＞ＳＯＣ≧B2_th2となる中ＳＯＣ領域（中残容量領域）に属する場合と、B2_th2
＞ＳＯＣとなる低ＳＯＣ領域（低残容量領域）に属する場合とで、第１蓄電装置５及び第
２蓄電装置６のそれぞれの出力の分担形態が大別されている。
【０１６３】
　ここで、図４のマップにおいて、第２ＳＯＣを区分する上記閾値B2_th1，B2_th2は、Ｃ
Ｄモード用として、あらかじめ定められた閾値（固定値）である。これらの閾値B2_th1，
B2_th2は、該閾値B2_th1，B2_th2により範囲が規定される中ＳＯＣ領域が、第２蓄電装置
６の劣化の進行を極力抑制する上で、実際の第２ＳＯＣの値が属することが好ましいＳＯ
Ｃ領域となるように、あらかじめ実験等に基づき設定されている。従って、中ＳＯＣ領域
は、実際の第２ＳＯＣの値を極力、該中ＳＯＣ領域に維持するようにして第２蓄電装置６
の充放電を行った場合に、第２蓄電装置６の劣化の進行を好適に抑制し得る領域である。
【０１６４】
　本実施形態では、ＣＤモードでの制御処理は、第２蓄電装置６の劣化の進行を抑制する
ために、第２ＳＯＣを、極力、中ＳＯＣ領域に維持するように行われる。
【０１６５】
　なお、高ＳＯＣ領域の下限値となる閾値B2_th1は、本実施形態では、図２に示したＢ２
ｂ[％]に一致する。従って、第２蓄電装置６の容量のうち、高ＳＯＣ領域の範囲内の容量
（蓄電エネルギー）は、ＣＤモードで専用的に使用し得る容量である。
【０１６６】
　ＣＤモードにおける電動モータ３の力行運転時の電力伝送制御部３２の制御処理は、図
４に示すマップを用いて、図５～図７のフローチャートに示す如く所定の制御処理周期で
逐次実行される。
【０１６７】
　ＳＴＥＰ２１において、電力伝送制御部３２は、要求出力DM_dmdと第２ＳＯＣの検出値
とを取得する。そして、電力伝送制御部３２は、ＳＴＥＰ２１で取得した第２ＳＯＣの検
出値が、前記中ＳＯＣ領域の上限値である前記閾値B2_th1以上であるか否かをＳＴＥＰ２
２で判断する。
【０１６８】
　このＳＴＥＰ２２の判断結果が肯定的となる状況は、第２ＳＯＣの検出値が高ＳＯＣ領
域に属する状況である。この場合には、電力伝送制御部３２は、次に、ＳＴＥＰ２３にお
いて、要求出力DM_dmdが所定の閾値DM_th1以下であるか否かを判断する。
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【０１６９】
　上記閾値DM_th1は、本実施形態では、中ＳＯＣ領域及び高ＳＯＣ領域の両方のＳＯＣ領
域において使用される閾値である。この閾値DM_th1は、図４に示す如く、中ＳＯＣ領域内
の所定値Ｂ２ｄ以上の値であるときには、あらかじめ定められた所定の一定値（固定値）
である。その一定値は、それに対応する給電量が、第１蓄電装置５から出力する給電量の
許容上限値に比して、十分に小さい値である。
【０１７０】
　また、閾値DM_th1は、中ＳＯＣ領域のうちのＢ２ｄよりも小さい領域では、該閾値DM_t
h1に対応する給電量が、後述する基本給電量Ｐ１_baseに一致するように（結果的に、第
２ＳＯＣに応じて変化するように）設定される。この場合、第２ＳＯＣが小さいほど、閾
値DM_th1が大きくなる。
【０１７１】
　補足すると、要求出力DM_dmdの任意の閾値に対して、該閾値に対応する給電量というの
は、要求出力DM_dmdが該閾値に一致する場合に、電動モータ３に給電すべき電気量を意味
する。
【０１７２】
　ＳＴＥＰ２３の判断結果が肯定的となる状況は、図４の高ＳＯＣ領域における下段側の
斜線領域の状況である。この場合には、電力伝送制御部３２は、ＳＴＥＰ２４において、
第１蓄電装置５の出力Ｐ１が、要求出力DM_dmdに対応する給電量に一致するように電力伝
送回路部７の電圧変換器２３及びインバータ２１を制御する。この場合、第２蓄電装置６
側の電圧変換器２４は、第２蓄電装置６からの放電を遮断するように制御される。
【０１７３】
　ここで、第１蓄電装置５の出力Ｐ１は、詳しくは、第１蓄電装置５から出力される電気
量（放電量）であり、第２蓄電装置６の出力Ｐ２（後述する）は、詳しくは、第２蓄電装
置６から出力される電気量（放電量）である。また、要求出力DM_dmdに対応する給電量と
いうのは、要求出力DM_dmdを実現するために電動モータ３に給電すべき電気量を意味する
。
【０１７４】
　ＳＴＥＰ２３の判断結果が否定的である場合には、電力伝送制御部３２は、次に、ＳＴ
ＥＰ２５において、要求出力DM_dmdが所定の閾値DM_th2以下であるか否かを判断する。
【０１７５】
　上記閾値DM_th2は、本実施形態では、前記ＳＴＥＰ２３における閾値DM_th1と同様に、
中ＳＯＣ領域及び高ＳＯＣ領域の両方のＳＯＣ領域において使用される閾値である。この
閾値DM_th2は、閾値DM_th1よりもあらかじめ定めた所定量だけ大きい閾値に設定される。
【０１７６】
　この場合、閾値DM_th2は、例えば、閾値DM_th1との差（＝DM_th2－DM_th1）に相当する
給電量が、ＣＤモードにおける第２蓄電装置６の給電量の許容上限値又はそれに近い給電
量となるように設定され得る。
【０１７７】
　ＳＴＥＰ２５の判断結果が肯定的となる状況は、図４の高ＳＯＣ領域における点描領域
の状況である。この場合には、電力伝送制御部３２は、ＳＴＥＰ２６において、第１蓄電
装置５の出力Ｐ１が、閾値DM_th1に対応する給電量に一致し、且つ、第２蓄電装置６の出
力Ｐ２が、要求出力DM_dmdに対応する給電量から、第１蓄電装置５の出力Ｐ１を差し引い
た給電量に一致するように電力伝送回路部７の電圧変換器２３，２４及びインバータ２１
を制御する。
【０１７８】
　一方、前記ＳＴＥＰ２５の判断結果が否定的となる状況は、図４の高ＳＯＣ領域におけ
る上段側の斜線領域の状況である。この状況では、電力伝送制御部３２は、ＳＴＥＰ２７
において、第２蓄電装置６の出力Ｐ２が、閾値DM_th1，DM_th2の差（＝DM_th2－DM_th1）
に対応する給電量に一致し、且つ、第１蓄電装置５の出力Ｐ１が、要求出力DM_dmdに対応
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する給電量から、第２蓄電装置６の出力Ｐ２を差し引いた給電量に一致するように電力伝
送回路部７の電圧変換器２３，２４及びインバータ２１を制御する。
【０１７９】
　次に、前記ＳＴＥＰ２２の判断結果が否定的となる場合には、電力伝送制御部３２は、
さらに、第２ＳＯＣの検出値が、前記中ＳＯＣ領域の下限値である前記閾値B2_th2以上で
あるか否かをＳＴＥＰ２８で判断する。
【０１８０】
　このＳＴＥＰ２８の判断結果が肯定的となる状況は、第２ＳＯＣの検出値が中ＳＯＣ領
域に属する状況である。この場合には、電力伝送制御部３２は、次に、図６に示すＳＴＥ
Ｐ２９において、第１蓄電装置５の出力Ｐ１の基本値である基本給電量Ｐ１_baseを第２
ＳＯＣの検出値に応じて決定する。
【０１８１】
　ここで、上記基本給電量Ｐ１_baseは、第２ＳＯＣの検出値が中ＳＯＣ領域又は低ＳＯ
Ｃ領域に属する状態で、電動モータ３の要求出力DM_dmdによらずに、第１蓄電装置５から
出力させる下限の電気量である。すなわち、本実施形態では、第２ＳＯＣの検出値が中Ｓ
ＯＣ領域又は低ＳＯＣ領域に属する状態では、要求出力DM_dmdによらずに、第１蓄電装置
５から、基本給電量Ｐ１_base、又はそれよりも大きい給電量が出力されるように電力伝
送回路部７が制御される。
【０１８２】
　上記基本給電量Ｐ１_baseは、例えば図４に破線で示すパターンで第２ＳＯＣに応じて
変化するように、該第２ＳＯＣの検出値から、あらかじめ作成されたマップ又は演算式に
基づいて決定される。この場合、基本給電量Ｐ１_baseは、中ＳＯＣ領域では、第２ＳＯ
Ｃの減少に伴いゼロから最大値Ｐ１ｂまで連続的に増加し、低ＳＯＣ領域では、最大値Ｐ
１ｂで一定に維持されるように決定される。なお、最大値Ｐ１ｂは、第２ＳＯＣが、中Ｓ
ＯＣ領域の前記所定値Ｂ２ｄ以上である場合の前記閾値DM_th1に対応する給電量よりも大
きい値である。
【０１８３】
　上記の如く基本給電量Ｐ１_baseを決定した後、電力伝送制御部３２は、次に、要求出
力DM_dmdに対応する給電量が上記基本給電量Ｐ１_baseよりも小さいか否かをＳＴＥＰ３
０で判断する。
【０１８４】
　ＳＴＥＰ３０の判断結果が肯定的となる状況は、図４の中ＳＯＣ領域の下段側の斜線領
域のうちの破線の下側領域の状況である。この状況では、電力伝送制御部３２は、ＳＴＥ
Ｐ３１において、第１蓄電装置５の出力Ｐ１が、基本給電量Ｐ１_baseに一致し、第２蓄
電装置６の入力Ｐｃ２、すなわち充電量が、基本給電量Ｐ１_baseから要求出力DM_dmdに
対応する給電量を差し引いた給電量に一致するように電力伝送回路部７の電圧変換器２３
，２４及びインバータ２１を制御する。
【０１８５】
　ＳＴＥＰ３０の判断結果が否定的となる場合には、電力伝送制御部３２は、さらに、要
求出力DM_dmdが前記閾値DM_th1以下であるか否かをＳＴＥＰ３２で判断する。
【０１８６】
　このＳＴＥＰ３２の判断結果が肯定的となる状況は、図４の中ＳＯＣ領域の下段側の斜
線領域のうち、破線の下側領域を除いた領域（詳しくは、破線上と、該破線の上側の領域
とを合わせた領域）の状況である。
【０１８７】
　この状況では、電力伝送制御部３２は、ＳＴＥＰ３３において、前記ＳＴＥＰ２４と同
様に、第１蓄電装置５の出力Ｐ１が、要求出力DM_dmdに対応する給電量に一致するように
電力伝送回路部７の電圧変換器２３及びインバータ２１を制御する。この場合、第２蓄電
装置６側の電圧変換器２４は、第２蓄電装置６からの放電を遮断するように制御される。
【０１８８】
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　ＳＴＥＰ３２の判断結果が否定的となる場合には、電力伝送制御部３２は、さらに、要
求出力DM_dmdが前記閾値DM_th2以下であるか否かをＳＴＥＰ３４で判断する。
【０１８９】
　このＳＴＥＰ３４の判断結果が肯定的となる状況は、図４の中ＳＯＣ領域の点描領域の
状況である。この状況では、電力伝送制御部３２は、ＳＴＥＰ３５において、前記ＳＴＥ
Ｐ２６と同様に、第１蓄電装置５の出力Ｐ１が、閾値DM_th1に対応する給電量に一致し、
且つ、第２蓄電装置６の出力Ｐ２が、要求出力DM_dmdに対応する給電量から、第１蓄電装
置５の出力Ｐ１を差し引いた給電量に一致するように電力伝送回路部７の電圧変換器２３
，２４及びインバータ２１を制御する。
【０１９０】
　一方、ＳＴＥＰ３４の判断結果が否定的となる状況は、図４の中ＳＯＣ領域の上段側の
斜線領域の状況である。この状況では、電力伝送制御部３２は、ＳＴＥＰ３６において、
前記ＳＴＥＰ２７と同様に、第２蓄電装置６の出力Ｐ２が、閾値DM_th1，DM_th2の差（＝
DM_th2－DM_th1）に対応する給電量に一致し、且つ、第１蓄電装置５の出力Ｐ１が、要求
出力DM_dmdに対応する給電量から、第２蓄電装置６の出力Ｐ２を差し引いた給電量に一致
するように電力伝送回路部７の電圧変換器２３，２４及びインバータ２１を制御する。
【０１９１】
　次に、前記ＳＴＥＰ２８の判断結果が否定的となる状況は、第２ＳＯＣの検出値が低Ｓ
ＯＣ領域に属する状況である。この場合には、電力伝送制御部３２は、次に、図７に示す
ＳＴＥＰ３７において、前記ＳＴＥＰ２９と同じ処理により基本給電量Ｐ１_baseを決定
する。さらに電力伝送制御部３２は、要求出力DM_dmdに対応する給電量が上記基本給電量
Ｐ１_baseよりも小さいか否かをＳＴＥＰ３８で判断する。
【０１９２】
　ＳＴＥＰ３８の判断結果が肯定的となる状況は、図４の低ＳＯＣ領域の下段側の斜線領
域のうちの破線の下側領域の状況である。この状況では、電力伝送制御部３２は、ＳＴＥ
Ｐ３９において、前記ＳＴＥＰ３１と同様に、第１蓄電装置５の出力Ｐ１が、基本給電量
Ｐ１_baseに一致し、第２蓄電装置６の入力Ｐｃ２、すなわち充電量が、基本給電量Ｐ１_
baseから要求出力DM_dmdに対応する給電量を差し引いた給電量に一致するように電力伝送
回路部７の電圧変換器２３，２４及びインバータ２１を制御する。
【０１９３】
　ＳＴＥＰ３８の判断結果が否定的となる場合には、電力伝送制御部３２は、さらに、要
求出力DM_dmdが所定の閾値DM_th3以下であるか否かをＳＴＥＰ４０で判断する。
【０１９４】
　このＳＴＥＰ４０の判断結果が肯定的となる状況は、図４の低ＳＯＣ領域の斜線領域の
うち、破線の下側領域を除いた領域（詳しくは、破線上と、該破線の上側の領域とを合わ
せた領域）の状況である。
【０１９５】
　この状況では、電力伝送制御部３２は、ＳＴＥＰ４１において、前記ＳＴＥＰ２４，３
３と同様に、第１蓄電装置５の出力Ｐ１が、要求出力DM_dmdに対応する給電量に一致する
ように電力伝送回路部７の電圧変換器２３及びインバータ２１を制御する。この場合、第
２蓄電装置６側の電圧変換器２４は、第２蓄電装置６からの放電を遮断するように制御さ
れる。
【０１９６】
　一方、ＳＴＥＰ４０の判断結果が否定的となる状況は、図４の低ＳＯＣ領域の点描領域
の状況である。この状況では、電力伝送制御部３２は、ＳＴＥＰ４２において、第１蓄電
装置５の出力Ｐ１が、閾値DM_th3に対応する給電量に一致し、且つ、第２蓄電装置６の出
力Ｐ２が、要求出力DM_dmdに対応する給電量から、第１蓄電装置５の出力Ｐ１を差し引い
た給電量に一致するように電力伝送回路部７の電圧変換器２３，２４及びインバータ２１
を制御する。
【０１９７】
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　ＣＤモードでの電動モータ３の力行運転時の制御処理は、以上の如く実行される。この
制御処理によれば、第２ＳＯＣの検出値が高ＳＯＣ領域に属する場合には、要求出力DM_d
mdが閾値DM_th2以下となる範囲（比較的常用性が高い範囲）では、要求出力DM_dmdが比較
的小さな閾値DM_th1以下となる場合を除いて、第２蓄電装置６から電動モータ３に給電さ
れる。また、高ＳＯＣ領域では、第２蓄電装置６が第１蓄電装置５により充電されること
がない。
【０１９８】
　このため、第２ＳＯＣを、第２蓄電装置６の劣化の進行が好適に抑制される中ＳＯＣ領
域に近づけていくようにすることができる。
【０１９９】
　また、第２ＳＯＣの検出値が中ＳＯＣ領域又は低ＳＯＣ領域に属する場合には、要求出
力DM_dmdに対応する給電量が基本給電量Ｐ１_base以下である場合において、第１蓄電装
置５の出力Ｐ１は、第２ＳＯＣの検出値に応じて設定された基本給電量Ｐ１_baseに保持
される。
【０２００】
　そして、要求出力DM_dmdに対応する給電量が、基本給電量Ｐ１_baseよりも小さい場合
には、基本給電量Ｐ１_baseのうちの要求出力DM_dmdに対応する給電量が第１蓄電装置５
だけから電動モータ３に給電されると同時に、基本給電量Ｐ１_baseから要求出力DM_dmd
に対応する給電量を差し引いた給電量が第２蓄電装置６に充電される。
【０２０１】
　さらに、第２ＳＯＣが低下していくに伴い、第１蓄電装置５から第２蓄電装置６への充
電が行われることとなる要求出力DM_dmdの範囲が拡大すると共に、第２蓄電装置6の充電
量が増加しやすくなる。
【０２０２】
　この結果、第２ＳＯＣが、中ＳＯＣ領域又は低ＳＯＣ領域に属する場合には、第２蓄電
装置６から電動モータ３への給電が行われても、その後、基本的には、第２蓄電装置６は
、適宜、第１蓄電装置５からの充電によって電力が補充され得ることとなる。そのため、
第２ＳＯＣを、中ＳＯＣ領域に極力保たれるようにすることができる。ひいては、第２蓄
電装置６の劣化の進行を極力抑制することができる。また、第２蓄電装置６の容量のうち
、後述するＣＳモードでの使用分を極力保存しておくことができる。
【０２０３】
　また、第２蓄電装置６の充電時に、第１蓄電装置５から出力させる基本給電量Ｐ１_bas
eは、要求出力DM_dmdによらずに、第２ＳＯＣに応じて設定される。このため、第２蓄電
装置６の出力Ｐ２又は入力Ｐｃ２は、要求出力DM_dmdの変動に追従して変動する一方、第
１蓄電装置５の出力Ｐ１の変動は、要求出力DM_dmdの変動に対して低感度なものとなる。
【０２０４】
　特に、低ＳＯＣ領域における基本給電量Ｐ１_baseは、一定値（＝Ｐ１ｂ）である。こ
のため、第１蓄電装置５の出力Ｐ１は、要求駆動力DT_dmdの変動に応じた変動が生じない
ものとなる。
【０２０５】
　この結果、第２蓄電装置６の充電を行う状況（要求出力DM_dmdが第１蓄電装置５の出力
Ｐ１は、頻繁な変動を生じ難い、安定性の高いものとなる。ひいては、第１蓄電装置５の
劣化の進行を極力抑制できることとなる。
【０２０６】
　また、本実施形態では、第２ＳＯＣが所定値Ｂ２ｄ以上となる状態では、要求出力DM_d
mdに対応する給電量が閾値DM_th1以下である場合に、第１蓄電装置５だけから電動モータ
３に給電される。このため、第２ＳＯＣが所定値Ｂ２ｄ以上となる状態での第２蓄電装置
６の負担を軽減し、ひいては、第１蓄電装置５及び第２蓄電装置６のトータルの発熱量を
軽減できる。
【０２０７】
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　ここで、図８は、一定の要求出力DM_dmdに対する第１蓄電装置５及び第２蓄電装置６の
それぞれの負担率Ｘ１，Ｘ２の変化に対して、各蓄電装置５，６の発熱量と、トータルの
発熱量とがどのように変化するかを示すグラフである。
【０２０８】
　なお、負担率Ｘ１は、一定の要求出力DM_dmdに対応する給電量のうちの、第１蓄電装置
５の負担割合、負担率Ｘ２は、一定の要求出力DM_dmdに対応する給電量のうちの、第２蓄
電装置６の負担割合を意味する。
【０２０９】
　出力密度が相対的に高い第２蓄電装置６は、エネルギー密度が相対的に高い第１蓄電装
置５よりもインピーダンス（内部抵抗）は低いものの、並列接続したセル数が第１蓄電装
置５よりも少ないため、出力電圧が第１蓄電装置５よりも低い。このため、ある一定値の
要求出力DM_dmdに対して、第２蓄電装置６の負担率Ｘ２を増加させた場合には、第１蓄電
装置５の負担率Ｘ１を増加させた場合よりも、第２蓄電装置６の発熱量が大きくなりやす
い（図８の細線の２つのグラフを参照）。
【０２１０】
　その結果、第１蓄電装置５及び第２蓄電装置６のトータルの発熱量は、図８の太線のグ
ラフで示すように、負担率Ｘ１が負担率Ｘ２よりも大きくなる状態で最小となる。
【０２１１】
　そこで、本実施形態では、第２ＳＯＣが所定値Ｂ２ｄ以上となる状態では、要求出力DM
_dmdに対応する給電量が閾値DM_th1以下である場合に、第１蓄電装置５だけから電動モー
タ３に給電することで、第１蓄電装置５の負担が過剰にならない程度で、第２蓄電装置６
の負担を軽減するようにした。
【０２１２】
　これにより、第２蓄電装置６が過剰に発熱するのを防止しつつ、第１蓄電装置５及び第
２蓄電装置６のトータルの発熱量を極力少なくすることができる。換言すれば、第１蓄電
装置５及び第２蓄電装置６の一方に負担が集中しないようにできる。
【０２１３】
　（ＣＤモードでの回生運転時の制御処理）
　次に、ＣＤモードにおける電動モータ３の回生運転時に電力伝送制御部３２が実行する
制御処理を、図９及び図１０参照して以下に詳説する。
【０２１４】
　まず、図９は、ＣＤモードにおいて、電動モータ３が回生運転時に出力する回生電力に
対する第１蓄電装置５及び第２蓄電装置６の充電量の分担形態を、電動モータ３の要求回
生量G_dmdと第２ＳＯＣとに応じて規定するマップを示している。
【０２１５】
　図９の斜線領域は、電動モータ３が発生する回生電力の全体又は一部を第１蓄電装置５
に充電する領域、点描領域は、該回生電力の全体又は一部を第２蓄電装置６に充電する領
域を表している。
【０２１６】
　より詳しくは、第２ＳＯＣの中ＳＯＣ領域及び高ＳＯＣ領域における下段側の斜線領域
は、第１蓄電装置５だけに回生電力の全体を充電する領域を表している。また、第２ＳＯ
Ｃの中ＳＯＣ領域及び高ＳＯＣ領域における点描領域、あるいは、低ＳＯＣ領域及び中Ｓ
ＯＣ領域における上段側の斜線領域は、第１蓄電装置５及び第２蓄電装置６の両方に回生
電力を充電する領域を表している。また、第２ＳＯＣの低ＳＯＣ領域における点描領域は
、第２蓄電装置６だけに回生電力の全体を充電する領域を表している。
【０２１７】
　なお、図９のマップにおけるG_max1は、ＣＤモードでの要求回生量G_dmdの最大値であ
る。この最大値G_max1は、第２ＳＯＣが高ＳＯＣ領域内の所定値Ｂ２ｆ以下のＳＯＣであ
る場合には一定値であり、第２ＳＯＣがＢ２ｆよりも大きい場合には、第２ＳＯＣの増加
に伴い小さくなる。
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【０２１８】
　ＣＤモードにおける電動モータ３の回生運転時の電力伝送制御部３２の制御処理は、図
９に示すマップを用いて、図１０のフローチャートに示す如く所定の制御処理周期で逐次
実行される。
【０２１９】
　ＳＴＥＰ５１において、電力伝送制御部３２は、要求回生量G_dmdと第２ＳＯＣの検出
値とを取得する。
【０２２０】
　次いで、電力伝送制御部３２は、要求回生量G_dmdが所定の閾値G_th1以下であるか否か
をＳＴＥＰ５２で判断する。
【０２２１】
　上記閾値G_th1は、本実施形態では、第２ＳＯＣに応じて設定される。具体的には、閾
値G_th1は、図９に例示する如く、第２ＳＯＣが高ＳＯＣ領域に属する場合には、あらか
じめ定められた所定の一定値に設定される。
【０２２２】
　また、第２ＳＯＣが中ＳＯＣ領域に属する場合には、閾値G_th1は、第２ＳＯＣの低下
に伴い、上記一定値からゼロまで連続的に減少していくように設定される。そして、第２
ＳＯＣの低ＳＯＣ領域では、閾値G_th1はゼロとされる。
【０２２３】
　なお、閾値G_th1の最大値（高ＳＯＣ領域での一定値）に対応する充電量は、回生電力
による第１蓄電装置５の充電量の上限値である。該上限値は、第１蓄電装置５の劣化の進
行を極力抑制するために、第１蓄電装置５の充電を低レート（低速）で充電し得るように
、比較的小さい値に定められている。
【０２２４】
　補足すると、要求回生量G_dmdの任意の閾値に対応する充電量というのは、要求回生量G
_dmdが閾値に一致する場合に、電動モータ３から出力されるトータルの回生電力の電気量
を意味する。
【０２２５】
　ＳＴＥＰ５２の判断結果が肯定的となる状況は、図９の下段側の斜線領域の状況である
。この状況では、電力伝送制御部３２は、ＳＴＥＰ５３において、第１蓄電装置５の入力
Ｐ１ｃが、要求回生量G_dmdに対応する充電量に一致するように電力伝送回路部７の電圧
変換器２３及びインバータ２１を制御する。この場合、第２蓄電装置６側の電圧変換器２
４は、第２蓄電装置６への充電を遮断するように制御される。
【０２２６】
　ここで、第１蓄電装置５の入力Ｐｃ１は、詳しくは、第１蓄電装置５に充電する電気量
（充電量）であり、第２蓄電装置６の入力Ｐｃ２（後述する）は、詳しくは、第２蓄電装
置６に充電する電気量（充電量）である。また、要求回生量G_dmdに対応する充電量とい
うのは、要求回生量G_dmdに従って電動モータ３の回生運転を行ったときに、該電動モー
タ３から出力される回生電力の電気量を意味する。
【０２２７】
　補足すると、電動モータ３の回生運転時の第２ＳＯＣの検出値が低ＳＯＣ領域に属する
場合には、閾値G_th1はゼロであるので、ＳＴＥＰ５２の判断結果は肯定的にはならない
。従って、この場合には、ＳＴＥＰ５３の処理は実行されない。
【０２２８】
　ＳＴＥＰ５２の判断結果が否定的である場合には、電力伝送制御部３２は、次に、ＳＴ
ＥＰ５４において、要求回生量G_dmdが所定の閾値G_th2以下であるか否かを判断する。
【０２２９】
　上記閾値G_th2は、本実施形態では、前記ＳＴＥＰ５２における閾値G_th1と同様に、第
２ＳＯＣに応じて設定される。具体的には、閾値G_th2は、図９に例示する如く、第２Ｓ
ＯＣが低ＳＯＣ領域に属する場合には、あらかじめ定められた所定の一定値に設定される
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。該一定値は、要求回生量G_dmdの最大値G_max1との差（＝G_max1－G_th2）に対応する充
電量が、前記閾値G_th1の最大値（高ＳＯＣ領域におけるG_th1の値）に対応する充電量、
すなわち、第１蓄電装置５の充電量の前記上限値に一致するように設定されている。
【０２３０】
　また、第２ＳＯＣが中ＳＯＣ領域に属する場合には、閾値G_th2は、閾値G_th1の変化パ
ターンと同様のパターンで、第２ＳＯＣの増加に伴い、最大値G_max1まで増加していくよ
うに設定される。そして、第２ＳＯＣの高ＳＯＣ領域では、閾値G_th1は一定の最大値G_m
ax1に維持される。
【０２３１】
　なお、中ＳＯＣ領域では、最大値G_max1と閾値G_th2との差（＝G_max1－G_th2）に対応
する充電量と、前記閾値G_th1に対応する充電量と総和が、第１蓄電装置５の充電量の前
記上限値に一致するように、閾値G_th1，G_th2が設定されている。
【０２３２】
　ＳＴＥＰ５４の判断結果が肯定的となる状況は、図９の点描領域の状況である。この状
況では、電力伝送制御部３２は、ＳＴＥＰ５５において、第１蓄電装置５の入力Ｐｃ１が
、閾値G_th1に対応する充電量に一致し、且つ、第２蓄電装置６の入力Ｐｃ２が、要求回
生量G_dmdに対応する充電量から、第１蓄電装置５の入力Ｐｃ１を差し引いた充電量に一
致するように電力伝送回路部７の電圧変換器２３，２４及びインバータ２１を制御する。
【０２３３】
　一方、前記ＳＴＥＰ５４の判断結果が否定的となる状況は、図９の低ＳＯＣ領域又は中
ＳＯＣ領域における上段側の斜線領域の状況である。この状況では、電力伝送制御部３２
は、ＳＴＥＰ５６において、第２蓄電装置６の入力Ｐｃ２が、閾値G_th1，G_th2の差（＝
G_th2－G_th1）に対応する充電量に一致し、且つ、第１蓄電装置５の入力Ｐｃ１が、要求
回生量G_dmdに対応する充電量から、第２蓄電装置６の入力Ｐｃ２を差し引いた充電量に
一致するように電力伝送回路部７の電圧変換器２３，２４及びインバータ２１を制御する
。
【０２３４】
　補足すると、電動モータ３の回生運転時の第２ＳＯＣの検出値が高ＳＯＣ領域に属する
場合には、閾値G_th2は最大値G_max1に一致するので、ＳＴＥＰ５４の判断結果は否定的
にならない。従って、この場合には、ＳＴＥＰ５６の処理は実行されない。
【０２３５】
　ＣＤモードでの電動モータ３の回生運転時の制御処理は、以上の如く実行される。この
制御処理によれば、第２ＳＯＣの検出値が中ＳＯＣ領域の下限値B2_th2よりも大きい場合
には、要求回生量G_dmdが閾値G_th1以下となる範囲で、第１蓄電装置５に優先的に回生電
力が充電される。
【０２３６】
　また、第２ＳＯＣの検出値が中ＳＯＣ領域の上限値B2_th1よりも小さい場合には、要求
回生量G_dmdが閾値G_th2よりも大きい範囲で、第１蓄電装置５に回生電力が充電される。
【０２３７】
　そして、第１蓄電装置５に対する回生電力の充電量は、所定の上限値（高ＳＯＣ領域に
おける閾値G_th1に対応する充電量）以下に制限される。
【０２３８】
　このため、第１蓄電装置５に回生電力を低レートで充電することができる。ひいては、
第１蓄電装置５の劣化の進行を抑制しつつ、該第１蓄電装置５のＳＯＣを回復させること
ができる。
【０２３９】
　また、第２ＳＯＣの検出値が、中ＳＯＣ領域の下限値B2_th2よりも小さい場合には、第
２蓄電装置６に回生電力が優先的に充電される。さらに、第２ＳＯＣの検出値が、中ＳＯ
Ｃ領域の下限値B2_th2よりも大きい場合には、要求回生量G_dmdが閾値G_th1よりも大きい
範囲で、第２蓄電装置６に回生電力が充電される。
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【０２４０】
　このため、第２蓄電装置６のＳＯＣを極力、中ＳＯＣ領域に保つように、回生電力を第
２蓄電装置６に充電することができる。この結果、第２蓄電装置６の劣化の進行を極力抑
制できると共に、第２蓄電装置６の容量のうち、後述するＣＳモードでの使用分を極力保
存しておくことができる。
【０２４１】
　ここで、本実施形態と本発明との対応関係について補足しておく。本実施形態では、電
動モータ３は、本発明における電気負荷に相当する。また、ＣＤモードでの電動モータ３
の力行運転時に電力伝送制御部３２が実行する制御処理のうち、第２ＳＯＣが中ＳＯＣ領
域又は低ＳＯＣ領域であり、且つ、要求出力DM_dmdに対応する給電量が基本給電量Ｐ１_b
aseよりも小さい場合における制御処理（ＳＴＥＰ３１，３９の制御処理）が本発明にお
ける第１制御処理に相当する。
【０２４２】
　また、ＣＤモードでの電動モータ３の力行運転時に電力伝送制御部３２が実行する制御
処理のうち、第２ＳＯＣが高ＳＯＣ領域である場合における制御処理（ＳＴＥＰ２３～２
７の制御処理）が本発明における第２制御処理に相当する。
【０２４３】
　また、第２ＳＯＣに関する閾値B2_th1，B2_th2がそれぞれ本発明における第１閾値、第
２閾値に相当し、要求出力DM_dmdに関する閾値DM_th1，DM_th2がそれぞれ、本発明におけ
る第Ａ閾値及び第Ｂ閾値に相当する。なお、閾値DM_th1は、第２ＳＯＣの中ＳＯＣ領域で
は、本発明における第Ｃ閾値にも相当する。
【０２４４】
　（第１ＣＳモードの制御処理）
　次に、前記ＳＴＥＰ６での第１ＣＳモードの制御処理を、図１１～図１５を参照しつつ
詳細に説明する。
【０２４５】
　制御装置８は、車両全体の要求駆動力（要求推進力）又は要求制動力をＣＤモードと同
様に決定すると共に、内燃機関２、電動モータ３、発電機４、クラッチ１１及びブレーキ
装置のそれぞれの目標動作状態を決定する。
【０２４６】
　第１ＣＳモードにおいては、制御装置８は、車両全体の要求駆動力又は要求制動力、あ
るいは、第２ＳＯＣの検出値等に応じて、適宜、内燃機関２の運転の要否、及び発電機４
の発電運転の要否を決定し、その決定に従って、内燃機関２及び発電機４の運転を制御す
る。
【０２４７】
　この場合、内燃機関２の始動及び発電機４の発電運転は、前記ＳＴＥＰ７の処理に関し
て説明した如く行われる。
【０２４８】
　また、内燃機関２の運転中における車両の駆動要求状態（要求駆動力がゼロでない状態
）では、制御装置８は、車両全体の要求駆動力に対する電動モータ３及び内燃機関２のそ
れぞれの負担分を、車両全体の要求駆動力、第１ＳＯＣ及び第２ＳＯＣの検出値等に応じ
て決定する。
【０２４９】
　この場合、基本的には、第２ＳＯＣが比較的高い場合を除いて、要求駆動力の全体もし
くは大部分を内燃機関２が負担し、電動モータ３の負担は補助的なものとなるように、電
動モータ３及び内燃機関２のそれぞれの負担分が決定される。
【０２５０】
　そして、制御装置８は、要求駆動力のうちの内燃機関２の負担分に応じて該内燃機関２
の動力（出力トルク）を制御することを内燃機関運転制御部３１により実行すると共に、
クラッチ１１の動作状態を制御することをクラッチ制御部３３により実行する。なお、発
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電機４の発電運転を行う状況では、内燃機関２の動力には、発電機４の発電運転に必要な
動力が付加される。
【０２５１】
　また、制御装置８は、要求駆動力のうちの電動モータ３の負担分を、該電動モータ３の
力行運転により発生する動力により実現するように、該電動モータ３の要求出力DM_dmdを
決定する。
【０２５２】
　そして、制御装置８は、その要求出力DM_dmdと、第１蓄電装置５のＳＯＣ（第１ＳＯＣ
）の検出値とに応じて、図１１に示す如くあらかじめ作成されたマップに従って、第１蓄
電装置５及び第２蓄電装置６の一方又は両方から電動モータ３に給電するように、電力伝
送回路部７の電動モータ３側のインバータ２１と電圧変換器２３，２４とを制御すること
を電力伝送制御部３２により実行する。
【０２５３】
　なお、第１ＣＳモードでは、制御装置８は、要求駆動力のうちの電動モータ３の負担分
をゼロとする状況（電動モータ３の力行運転を行わない状況）であっても、第１ＳＯＣの
検出値が比較的小さい場合には、第２蓄電装置６から第１蓄電装置５に充電を行うように
、電力伝送回路部７の電圧変換器２３，２４を制御することを電力伝送制御部３２により
実行する。
【０２５４】
　また、内燃機関２の運転停止中における車両の駆動要求状態では、制御装置８は、車両
全体の要求駆動力を、電動モータ３の力行運転により発生する動力により実現するように
、該電動モータ３の要求出力DM_dmdを決定する。
【０２５５】
　そして、制御装置８は、内燃機関２の運転中の場合と同様に、要求出力DM_dmdと、第１
ＳＯＣの検出値とに応じて、図１１に示すマップに従って、電力伝送回路部７の電動モー
タ３側のインバータ２１と電圧変換器２３，２４とを制御することを電力伝送制御部３２
により実行する。
【０２５６】
　また、車両の制動要求状態（要求制動力がゼロでない状態）では、制御装置８は、車両
全体の要求制動力に対する電動モータ３及びブレーキ装置のそれぞれの負担分を決定する
。この場合、制御装置８は、基本的には、要求制動力のうちの電動モータ３の負担分が極
力大きくなるように、要求制動力の大きさ、及び第１ＳＯＣの検出値等に基づいて、電動
モータ３及びブレーキ装置のそれぞれの負担分を決定する。
【０２５７】
　そして、制御装置８は、要求制動力のうちのブレーキ装置の負担分に応じて該ブレーキ
装置を制御することをブレーキ制御部３４により実行する。
【０２５８】
　また、制御装置８は、要求制動力のうちの電動モータ３の負担分を、該電動モータ３の
回生運転により発生する回生制動力により実現するように、該電動モータ３の要求回生量
G_dmdを決定する。
【０２５９】
　そして、制御装置８は、その要求回生量G_dmdと、第２ＳＯＣの検出値とに応じて、図
１４に示す如くあらかじめ作成されたマップに従って、第１蓄電装置５及び第２蓄電装置
６の一方又は両方に、電動モータ３から出力される回生電力を充電するように、電力伝送
回路部７の電動モータ３側のインバータ２１と電圧変換器２３，２４とを制御することを
電力伝送制御部３２により実行する。本実施形態では、第１ＣＳモードにおける回生電力
の主たる充電対象の蓄電装置は、第２蓄電装置６である。
【０２６０】
　なお、電動モータ３の回生運転時、あるいは、第２蓄電装置６から電動モータ３への給
電時には、発電機４の発電運転は停止される。ただし、電動モータ３の回生電力を第２蓄



(31) JP 2017-184405 A 2017.10.5

10

20

30

40

50

電装置６に充電することと、発電機４の発電電力を第２蓄電装置６に充電することとを並
行して行ってもよい。
【０２６１】
　（第１ＣＳモードにおける力行運転時の制御処理）
　第１ＣＳモードにおける電動モータ３の力行運転時に電力伝送制御部３２が実行する制
御処理を、図１１～図１３を参照して以下に詳説する。
【０２６２】
　まず、図１１は、第１ＣＳモードにおいて、電動モータ３の要求出力DM_dmdと第１ＳＯ
Ｃとに応じて該電動モータ３に給電すべき電気量（給電量）に対する第１蓄電装置５及び
第２蓄電装置６のそれぞれの出力の分担形態を表すマップを示している。
【０２６３】
　図１１の斜線領域は、電動モータ３への給電量の全体又は一部を第１蓄電装置５が負担
する領域、点描領域は、該給電量の全体又は一部を第２蓄電装置６が負担する領域を表し
ている。
【０２６４】
　より詳しくは、下段側の斜線領域は、第１蓄電装置５だけが、電動モータ３への給電量
の全体を負担する領域を表し、点描領域は、電動モータ３への給電量を、第２蓄電装置６
だけが負担するか、もしくは、第１蓄電装置５及び第２蓄電装置６の両方が負担する領域
を表している。また、上段側の斜線領域は、電動モータ３への給電量を、第１蓄電装置５
及び第２蓄電装置６の両方が負担する領域を表している。
【０２６５】
　なお、図１１のマップにおけるDM_max2は、第１ＣＳモードでの要求出力DM_dmdの最大
値である。この最大値DM_max2一定値である。
【０２６６】
　第１ＣＳモードにおける電動モータ３の力行運転時の制御処理では、図１１に示すよう
に、前記したＣＤ→ＣＳ切替閾値B1_mc1（図２を参照）とＣＳ→ＣＤ切替閾値B1_mc2（図
２を参照）との間の範囲内において、第１ＳＯＣの値が、ＳＯＣ≧B1_th1となる高ＳＯＣ
領域（高残容量領域）に属する場合と、ＳＯＣ＜B1_th1となる低ＳＯＣ領域（低残容量領
域）に属する場合とで、第１蓄電装置５及び第２蓄電装置６のそれぞれの出力の負担形態
が大別されている。上記B1_th1は、ＣＤ→ＣＳ切替閾値B1_mc1とＣＳ→ＣＤ切替閾値B1_m
c2との間で、あらかじめ定められた閾値（固定値）である。
【０２６７】
　第１ＣＳモードにおける電動モータ３の力行運転時の電力伝送制御部３２の制御処理は
、図１１に示すマップを用いて、図１２及び図１３のフローチャートに示す如く所定の制
御処理周期で逐次実行される。
【０２６８】
　ＳＴＥＰ６１において、電力伝送制御部３２は、要求出力DM_dmdと第１ＳＯＣの検出値
とを取得する。そして、電力伝送制御部３２は、ＳＴＥＰ６１で取得した第１ＳＯＣの検
出値が、前記閾値B1_th1以上であるか否かをＳＴＥＰ６２で判断する。
【０２６９】
　このＳＴＥＰ６２の判断結果が肯定的となる状況は、第１ＳＯＣの検出値が高ＳＯＣ領
域に属する状況である。この場合には、電力伝送制御部３２は、次に、ＳＴＥＰ６３にお
いて、要求出力DM_dmdが所定の閾値DM_th5以下であるか否かを判断する。
【０２７０】
　上記閾値DM_th5は、図１１に示す如く、第１ＳＯＣが閾値B1_th1よりも若干大きい所定
値Ｂ１ｃ以上の値であるときには、あらかじめ定められた所定の一定値（固定値）である
。その一定値は、第１蓄電装置５から出力する給電量の許容上限値に比して、十分に小さ
い値である。
【０２７１】
　また、閾値DM_th5は、Ｂ１ｃよりも小さい領域（Ｂ１ｃ～B1_th1の範囲）では、第１Ｓ
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ＯＣの減少に伴いゼロまで減少するように設定される。
【０２７２】
　ＳＴＥＰ６３の判断結果が肯定的となる状況は、図１１の高ＳＯＣ領域における下段側
の斜線領域の状況である。この場合には、電力伝送制御部３２は、ＳＴＥＰ６４において
、第１蓄電装置５の出力Ｐ１が、要求出力DM_dmdに対応する給電量に一致するように電力
伝送回路部７の電圧変換器２３及びインバータ２１を制御する。この場合、第２蓄電装置
６側の電圧変換器２４は、第２蓄電装置６からの放電を遮断するように制御される。
【０２７３】
　ＳＴＥＰ６３の判断結果が否定的である場合には、電力伝送制御部３２は、次に、ＳＴ
ＥＰ６５において、要求出力DM_dmdが所定の閾値DM_th6以下であるか否かを判断する。
【０２７４】
　上記閾値DM_th6は、本実施形態では、第２ＳＯＣの高ＳＯＣ領域及び低ＳＯＣ領域の両
方のＳＯＣ領域において使用される閾値である。この閾値DM_th6は、高ＳＯＣ領域では、
閾値DM_th5よりもあらかじめ定めた所定量だけ大きい閾値に設定され、低ＳＯＣ領域では
、ゼロよりも当該所定量だけ大きい閾値（＝当該所定量）に設定される。
【０２７５】
　この場合、閾値DM_th6は、例えば、上記所定量に対応する給電量が、第１ＣＳモードに
おける第２蓄電装置６の給電量の許容上限値又はそれに近い給電量となるように設定され
得る。
【０２７６】
　なお、閾値DM_th6以下の要求出力DM_dmdは、第１ＣＳモードにおける電動モータ３の常
用域の範囲である。
【０２７７】
　ＳＴＥＰ６５の判断結果が肯定的となる状況は、図１１の高ＳＯＣ領域における点描領
域の状況である。この場合には、電力伝送制御部３２は、ＳＴＥＰ６６において、第１蓄
電装置５の出力Ｐ１が、閾値DM_th5に対応する給電量に一致し、且つ、第２蓄電装置６の
出力Ｐ２が、要求出力DM_dmdに対応する給電量から、第１蓄電装置５の出力Ｐ１を差し引
いた給電量に一致するように電力伝送回路部７の電圧変換器２３，２４及びインバータ２
１を制御する。
【０２７８】
　一方、前記ＳＴＥＰ６５の判断結果が否定的となる状況は、図１１の高ＳＯＣ領域にお
ける上段側の斜線領域の状況である。この状況では、電力伝送制御部３２は、ＳＴＥＰ６
７において、第２蓄電装置６の出力Ｐ２が、閾値DM_th5，DM_th6の差（＝DM_th6－DM_th5
）に対応する給電量に一致し、且つ、第１蓄電装置５の出力Ｐ１が、要求出力DM_dmdに対
応する給電量から、第２蓄電装置６の出力Ｐ２を差し引いた給電量に一致するように電力
伝送回路部７の電圧変換器２３，２４及びインバータ２１を制御する。
【０２７９】
　次に、前記ＳＴＥＰ６２の判断結果が否定的となる状況は、第１ＳＯＣの検出値が低Ｓ
ＯＣ領域に属する状況である。この場合には、電力伝送制御部３２は、さらに、図１３に
示すＳＴＥＰ６８において、第２蓄電装置６の出力Ｐ２の基本値である基本給電量Ｐ２_b
aseを第１ＳＯＣの検出値に応じて決定する。
【０２８０】
　ここで、上記基本給電量Ｐ２_baseは、第１ＳＯＣの検出値が低ＳＯＣ領域に属する状
態で、電動モータ３の要求出力DM_dmdによらずに、第２蓄電装置６から出力させる下限の
電気量である。すなわち、本実施形態では、電動モータ３の力行運転時において、第１Ｓ
ＯＣの検出値が低ＳＯＣ領域に属する状態では、要求出力DM_dmdによらずに、第２蓄電装
置６から、基本給電量Ｐ２_base、又はそれよりも大きい給電量が出力されるように電力
伝送回路部７が制御される。
【０２８１】
　なお、本実施形態では、第１ＣＳモードでは、電動モータ３の力行運転を行わない状況
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（車両全体の要求駆動力を内燃機関２だけで負担する状況）においても、第１蓄電装置５
の充電のために、第２蓄電装置６から上記基本給電量Ｐ２_baseを出力させるように電力
伝送回路部７が制御される。
【０２８２】
　上記基本給電量Ｐ２_baseは、例えば図１１に破線で示すパターンで第１ＳＯＣに応じ
て変化するように、該第１ＳＯＣの検出値から、あらかじめ作成されたマップ又は演算式
に基づいて決定される。この場合、基本給電量Ｐ２_baseは、第１ＳＯＣが、前記閾値B1_
th1とそれよりも若干小さい所定値Ｂ１ｄとの間の範囲のＳＯＣである場合には、第１Ｓ
ＯＣの減少に伴いゼロから最大値Ｐ２ｂまで連続的に増加し、第１ＳＯＣが、所定値Ｂ１
ｄ以下となる領域では、最大値Ｐ２ｂで一定に維持されるように決定される。なお、最大
値Ｐ２ｂは、第１ＳＯＣの低ＳＯＣ領域での要求出力DM_dmdの前記閾値DM_th6に対応する
給電量よりも小さい値である。該最大値Ｐ２ｂは、その大部分を第１蓄電装置５に充電し
たとしても、該第１蓄電装置５を、その劣化の進行を抑制可能な低レートで充電し得るよ
うに設定されている。
【０２８３】
　上記の如く基本給電量Ｐ２_baseを決定した後、電力伝送制御部３２は、次に、要求出
力DM_dmdに対応する給電量が上記基本給電量Ｐ２_baseよりも小さいか否かをＳＴＥＰ６
９で判断する。
【０２８４】
　ＳＴＥＰ６９の判断結果が肯定的となる状況は、図１１の低ＳＯＣ領域の点描領域のう
ちの破線の下側領域の状況である。この状況では、電力伝送制御部３２は、ＳＴＥＰ７０
において、第２蓄電装置６の出力Ｐ２が、基本給電量Ｐ２_baseに一致し、第１蓄電装置
５の入力Ｐｃ１（充電量）が、基本給電量Ｐ２_baseから要求出力DM_dmdに対応する給電
量を差し引いた給電量に一致するように電力伝送回路部７の電圧変換器２３，２４及びイ
ンバータ２１を制御する。
【０２８５】
　ＳＴＥＰ６９の判断結果が否定的となる場合には、電力伝送制御部３２は、さらに、要
求出力DM_dmdが前記閾値DM_th6以下であるか否かをＳＴＥＰ７１で判断する。
【０２８６】
　このＳＴＥＰ７１の判断結果が肯定的となる状況は、図１１の低ＳＯＣ領域の点描領域
のうち、破線の下側領域を除いた領域（詳しくは、破線上と、該破線の上側の領域とを合
わせた領域）の状況である。
【０２８７】
　この状況では、電力伝送制御部３２は、ＳＴＥＰ７２において、第２蓄電装置６の出力
Ｐ２が、要求出力DM_dmdに対応する給電量に一致するように電力伝送回路部７の電圧変換
器２４及びインバータ２１を制御する。この場合、第１蓄電装置５側の電圧変換器２３は
、第１蓄電装置５からの放電を遮断するように制御される。
【０２８８】
　一方、ＳＴＥＰ７１の判断結果が否定的となる状況は、図１１の低ＳＯＣ領域における
上段側の斜線領域の状況である。この状況では、電力伝送制御部３２は、ＳＴＥＰ７３に
おいて、第２蓄電装置６の出力Ｐ２が、低ＳＯＣ領域での閾値DM_th6に対応する給電量に
一致し、且つ、第１蓄電装置５の出力Ｐ２が、要求出力DM_dmdに対応する給電量から、第
２蓄電装置６の出力Ｐ２を差し引いた給電量に一致するように電力伝送回路部７の電圧変
換器２３，２４及びインバータ２１を制御する。
【０２８９】
　第１ＣＳモードでの電動モータ３の力行運転時の制御処理は、以上の如く実行される。
この制御処理によれば、第１ＳＯＣの検出値が低ＳＯＣ領域に属する場合には、要求出力
DM_dmdに対応する給電量が基本給電量Ｐ２_base以下である場合において、第２蓄電装置
６の出力Ｐ２は、第１ＳＯＣの検出値に応じて設定された基本給電量Ｐ２_baseに保持さ
れる。
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【０２９０】
　そして、要求出力DM_dmdに対応する給電量が、基本給電量Ｐ２_baseよりも小さい場合
には、基本給電量Ｐ２_baseのうちの要求出力DM_dmdに対応する給電量が第２蓄電装置６
だけから電動モータ３に給電されると同時に、基本給電量Ｐ２_baseから要求出力DM_dmd
に対応する給電量を差し引いた給電量が第１蓄電装置５に充電される。これにより、第１
ＳＯＣを徐々に回復させていくことができる。
【０２９１】
　また、この場合、第１蓄電装置５の充電のレートは、電力伝送制御部３２が電圧変換器
２３，２４を制御することで高精度に調整できる。従って、第１蓄電装置５は、低レート
で充電されるので、内燃機関２の動力により発電機４が出力する発電電力によって第１蓄
電装置５を充電する場合に比べて、第１蓄電装置５の劣化の進行を効果的に抑制すること
ができる。
【０２９２】
　また、第１ＳＯＣの検出値が低ＳＯＣ領域に属する場合には、要求出力DM_dmdが閾値DM
_th5以下ならば、第１蓄電装置５から優先的に電動モータ３に給電される。
【０２９３】
　このため、第１ＣＳモードでの第２蓄電装置６の負担を軽減し、該第２蓄電装置６が過
剰に発熱するのを抑制することができる。
【０２９４】
　（第１ＣＳモードでの回生運転時の制御処理）
　次に、第１ＣＳモードにおける電動モータ３の回生運転時に電力伝送制御部３２が実行
する制御処理を、図１４及び図１５参照して以下に詳説する。
【０２９５】
　まず、図１４は、第１ＣＳモードにおいて、電動モータ３が回生運転時に出力する回生
電力に対する第１蓄電装置５及び第２蓄電装置６の充電量の分担形態を、電動モータ３の
要求回生量G_dmdと第１ＳＯＣ（前記ＣＤ→ＣＳ切替閾値B1_mc1とＣＳ→ＣＤ切替閾値B1_
mc2との間の範囲の第１ＳＯＣ）とに応じて規定するマップを示している。
【０２９６】
　図１４の斜線領域は、電動モータ３が発生する回生電力の全体又は一部を第１蓄電装置
５に充電する領域、点描領域は、該回生電力の全体又は一部を第２蓄電装置６に充電する
領域を表している。
【０２９７】
　なお、図１４のマップにおけるG_max2は、第１ＣＳモードでの要求回生量G_dmdの最大
値である。この最大値G_max2は、第１ＳＯＣが前記ＣＳ→ＣＤ切替閾値B1_mc2よりも若干
小さい所定値Ｂ２ｅ以下のＳＯＣである場合には一定値であり、第２ＳＯＣがＢ２ｅより
も大きい場合には、第１ＳＯＣの増加に伴い小さくなる。
【０２９８】
　第１ＣＳモードにおける電動モータ３の回生運転時の電力伝送制御部３２の制御処理は
、図１４に示すマップを用いて、図１５のフローチャートに示す如く所定の制御処理周期
で逐次実行される。
【０２９９】
　ＳＴＥＰ８１において、電力伝送制御部３２は、要求回生量G_dmdと第１ＳＯＣの検出
値とを取得する。
【０３００】
　次いで、電力伝送制御部３２は、要求回生量G_dmdが所定の閾値G_th4以下であるか否か
をＳＴＥＰ８２で判断する。
【０３０１】
　上記閾値G_th4は、本実施形態では、第１ＳＯＣに応じて設定される。具体的には、閾
値G_th4は、図１４に例示する如く、第１ＳＯＣが前記所定値Ｂ２ｅ以下のＳＯＣである
場合には、あらかじめ定められた所定の一定値に設定される。該一定値は、第１蓄電装置
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５の劣化の進行を極力抑制するために、第１蓄電装置５の充電を低レート（低速）で充電
し得るように、比較的小さい値に定められている。
【０３０２】
　また、第１ＳＯＣが所定値Ｂ１ｅよりも大きい場合には、閾値G_th4は、第１ＳＯＣの
低下に伴い、上記一定値からゼロまで連続的に減少していく（前記ＣＳ→ＣＤ切替閾値B1
_mc2でゼロに達する）ように設定される。
【０３０３】
　ＳＴＥＰ８２の判断結果が肯定的となる状況は、図１４の斜線領域の状況である。この
状況では、電力伝送制御部３２は、ＳＴＥＰ８３において、第１蓄電装置５の入力Ｐ１ｃ
が、要求回生量G_dmdに対応する充電量に一致するように電力伝送回路部７の電圧変換器
２３及びインバータ２１を制御する。この場合、第２蓄電装置６側の電圧変換器２４は、
第２蓄電装置６への充電を遮断するように制御される。
【０３０４】
　一方、ＳＴＥＰ８２の判断結果が否定的となる状況は、図１４の点描領域の状況である
。この状況では、電力伝送制御部３２は、ＳＴＥＰ８４において、第１蓄電装置５の入力
Ｐｃ１が、閾値G_th4に対応する充電量に一致し、且つ、第２蓄電装置６の入力Ｐｃ２が
、要求回生量G_dmdに対応する充電量から、第１蓄電装置５の入力Ｐｃ１を差し引いた充
電量に一致するように電力伝送回路部７の電圧変換器２３，２４及びインバータ２１を制
御する。
【０３０５】
　第１ＣＳモードでの電動モータ３の回生運転時の制御処理は、以上の如く実行される。
この制御処理によれば、要求回生量G_dmdが閾値G_th4以下であれば、第１蓄電装置５に優
先的に回生電力が充電される。また、第１蓄電装置５の充電量は、閾値G_th4に対応する
充電量以下に制限される。このため、第１蓄電装置５の劣化の進行を極力抑制しつつ、第
１ＳＯＣを回復させることができる。
【０３０６】
　（第２ＣＳモードの制御処理）
　次に、前記ＳＴＥＰ８での第２ＣＳモードの制御処理を、図１６～図２０を参照しつつ
詳細に説明する。
【０３０７】
　制御装置８は、車両全体の要求駆動力（要求推進力）又は要求制動力をＣＤモードと同
様に決定すると共に、内燃機関２、電動モータ３、発電機４、クラッチ１１及びブレーキ
装置のそれぞれの目標動作状態を決定する。
【０３０８】
　第２ＣＳモードにおいては、制御装置８は、内燃機関２の運転を連続的に行うように、
内燃機関２を内燃機関運転制御部３１により制御する。併せて、電動モータ３の回転運転
中を除いて、発電機４の発電運転を継続的に行うように、発電機４を電力伝送制御部３２
により制御する。この場合、電力伝送制御部３２は、目標値の発電電力を第１蓄電装置５
及び第２蓄電装置６のうちの第２蓄電装置６にだけ充電するように電力伝送回路部７の電
圧変換器２４及びインバータ２２を制御する。
【０３０９】
　また、車両の駆動要求状態（要求駆動力がゼロでない状態）では、制御装置８は、車両
全体の要求駆動力に対する電動モータ３及び内燃機関２のそれぞれの負担分を、車両全体
の要求駆動力及び第１ＳＯＣの検出値等に応じて決定する。
【０３１０】
　この場合、基本的には、要求駆動力の全体又は大部分を内燃機関２が負担し、電動モー
タ３の負担は補助的なものとなるように、電動モータ３及び内燃機関２のそれぞれの負担
分が決定される。
【０３１１】
　そして、制御装置８は、内燃機関２の動力（出力トルク）を、要求駆動力のうちの内燃
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機関２の負担分の動力と、発電機４の発電運転に必要な動力とを含む動力となるように制
御することを内燃機関運転制御部３１により実行すると共に、クラッチ１１を接続状態に
制御することをクラッチ制御部３３により実行する。
【０３１２】
　また、制御装置８は、要求駆動力のうちの電動モータ３の負担分を、該電動モータ３の
力行運転により発生する動力により実現するように、該電動モータ３の要求出力DM_dmdを
決定する。
【０３１３】
　そして、制御装置８は、その要求出力DM_dmdと、第１蓄電装置５のＳＯＣ（第１ＳＯＣ
）の検出値とに応じて、図１６に示す如くあらかじめ作成されたマップに従って、第１蓄
電装置５だけから電動モータ３に給電するように、電力伝送回路部７の電動モータ３側の
インバータ２１と電圧変換器２３とを制御することを電力伝送制御部３２により実行する
。
【０３１４】
　また、車両の制動要求状態（要求制動力がゼロでない状態）では、制御装置８は、車両
全体の要求制動力に対する電動モータ３及びブレーキ装置のそれぞれの負担分を決定する
。この場合、制御装置８は、基本的には、要求制動力のうちの電動モータ３の負担分が極
力大きくなるように、要求制動力の大きさ、及び第１ＳＯＣの検出値等に基づいて、電動
モータ３及びブレーキ装置のそれぞれの負担分を決定する。
【０３１５】
　そして、制御装置８は、要求制動力のうちのブレーキ装置の負担分に応じて該ブレーキ
装置を制御することをブレーキ制御部３４により実行する。
【０３１６】
　また、制御装置８は、要求制動力のうちの電動モータ３の負担分を、該電動モータ３の
回生運転により発生する回生制動力により実現するように、該電動モータ３の要求回生量
G_dmdを決定する。
【０３１７】
　そして、制御装置８は、その要求回生量G_dmdと、第１ＳＯＣの検出値とに応じて、図
１８に示す如くあらかじめ作成されたマップに従って、第１蓄電装置５及び第２蓄電装置
６の一方又は両方に、電動モータ３から出力される回生電力を充電するように、電力伝送
回路部７の電動モータ３側のインバータ２１と電圧変換器２３，２４とを制御することを
電力伝送制御部３２により実行する。本実施形態では、第２ＣＳモードにおける回生電力
の主たる充電対象の蓄電装置は、第２蓄電装置６である。
【０３１８】
　（第２ＣＳモードにおける力行運転時の制御処理）
　第２ＣＳモードにおける電動モータ３の力行運転時に電力伝送制御部３２が実行する制
御処理を、図１６及び図１７を参照して以下に詳説する。
【０３１９】
　まず、図１６は、第２ＣＳモードにおいて、電動モータ３の要求出力DM_dmdと第１ＳＯ
Ｃとに応じて該電動モータ３に給電すべき電気量（給電量）に対する第１蓄電装置５及び
第２蓄電装置６のそれぞれの出力の分担形態を表すマップを示している。
【０３２０】
　図１６の斜線領域は、電動モータ３への給電量の全体を第１蓄電装置５が負担する領域
を表している。なお、図１６のマップにおけるDM_max3は、第２ＣＳモードでの要求出力D
M_dmdの最大値である。この最大値DM_max1は一定値である。
【０３２１】
　第２ＣＳモードにおける電動モータ３の力行運転時の制御処理では、図１６に示すよう
に、第１ＳＯＣに関する前記ＣＤ→ＣＳ切替閾値B1_mc1（図２を参照）とＣＳ→ＣＤ切替
閾値B1_mc2（図２を参照）との間の範囲の全体において、電動モータ３への給電量を、常
時、第１蓄電装置５だけが負担するものとなっている。従って、第２ＣＳモードでは、第
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２蓄電装置６から電動モータ３への給電が禁止される。
【０３２２】
　そして、第２ＣＳモードにおける電動モータ３の力行運転時の電力伝送制御部３２の制
御処理は、図１７のフローチャートに示す如く所定の制御処理周期で逐次実行される。
【０３２３】
　ＳＴＥＰ９１において、電力伝送制御部３２は、要求出力DM_dmdを取得する。そして、
電力伝送制御部３２は、ＳＴＥＰ９２において、第１蓄電装置５の出力Ｐ１が、要求出力
DM_dmdに対応する給電量に一致するように電力伝送回路部７の電圧変換器２３及びインバ
ータ２１を制御する。
【０３２４】
　第２ＣＳモードでの電動モータ３の力行運転時の制御処理は、以上の如く実行される。
この制御処理によれば、第２蓄電装置６から電動モータ３への給電は禁止されるので、第
２蓄電装置６のＳＯＣを、発電機４の発電電力により速やかに回復させることができる。
【０３２５】
　（第２ＣＳモードでの回生運転時の制御処理）
　次に、第２ＣＳモードにおける電動モータ３の回生運転時に電力伝送制御部３２が実行
する制御処理を、図１８及び図１９参照して以下に詳説する。
【０３２６】
　まず、図１８は、第２ＣＳモードにおいて、電動モータ３が回生運転時に出力する回生
電力に対する第１蓄電装置５及び第２蓄電装置６の充電量の分担形態を、電動モータ３の
要求回生量G_dmdと第１ＳＯＣ（前記ＣＤ→ＣＳ切替閾値B1_mc1とＣＳ→ＣＤ切替閾値B1_
mc2との間の範囲の第１ＳＯＣ）とに応じて規定するマップを示している。
【０３２７】
　図１８の斜線領域は、電動モータ３が発生する回生電力の全体又は一部を第１蓄電装置
５に充電する領域、点描領域は、該回生電力の全体又は一部を第２蓄電装置６に充電する
領域を表している。
【０３２８】
　なお、図１８のマップにおけるG_max3は、第２ＣＳモードでの要求回生量G_dmdの最大
値である。この最大値G_max3は一定値である。
【０３２９】
　第２ＣＳモードにおける電動モータ３の回生運転時の電力伝送制御部３２の制御処理は
、図１８に示すマップを用いて、図１９のフローチャートに示す如く所定の制御処理周期
で逐次実行される。
【０３３０】
　ＳＴＥＰ１０１において、電力伝送制御部３２は、要求回生量G_dmdと第１ＳＯＣの検
出値とを取得する。
【０３３１】
　次いで、電力伝送制御部３２は、要求回生量G_dmdが所定の閾値G_th5以下であるか否か
をＳＴＥＰ１０２で判断する。
【０３３２】
　上記閾値G_th5は、本実施形態では、第１ＳＯＣに応じて設定される。具体的には、閾
値G_th5は、図１８に例示する如く、第１ＳＯＣが前記閾値B1_th1よりも若干小さい所定
値Ｂ１ｆ以下のＳＯＣである場合には、あらかじめ定められた所定の一定値に設定される
。該一定値は、第１蓄電装置５の劣化の進行を極力抑制するために、第１蓄電装置５の充
電を低レート（低速）で充電し得るように、比較的小さい値に定められている。
【０３３３】
　また、第１ＳＯＣが所定値Ｂ１ｆよりも大きい場合には、閾値G_th5は、第１ＳＯＣの
増加に伴い、上記一定値からゼロまで連続的に減少していく（B1_th1でゼロに達する）よ
うに設定される。そして、閾値G_th5は、第１ＳＯＣがB1_th1以上のＳＯＣである場合に
は、ゼロに維持される。
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【０３３４】
　ＳＴＥＰ１０２の判断結果が肯定的となる状況は、図１８の下段側の斜線領域の状況で
ある。この状況では、電力伝送制御部３２は、ＳＴＥＰ１０３において、第１蓄電装置５
の入力Ｐ１ｃが、要求回生量G_dmdに対応する充電量に一致するように電力伝送回路部７
の電圧変換器２３及びインバータ２１を制御する。この場合、第２蓄電装置６側の電圧変
換器２４は、第２蓄電装置６への充電を遮断するように制御される。
【０３３５】
　補足すると、第１ＳＯＣの検出値がB1_th1以上である場合には、閾値G_th5はゼロであ
るので、ＳＴＥＰ１０２の判断結果は肯定的にはならない。従って、この場合には、ＳＴ
Ｅ１０３の処理は実行されない。
【０３３６】
　ＳＴＥＰ１０２の判断結果が否定的となる場合には、電力伝送制御部３２は、次に、Ｓ
ＴＥＰ１０４において、要求回生量G_dmdが所定の閾値G_th6以下であるか否かを判断する
。
【０３３７】
　上記閾値G_th6は、本実施形態では、前記ＳＴＥＰ１０２における閾値G_th5と同様に、
第１ＳＯＣに応じて設定される。具体的には、閾値G_th6は、図１８に例示する如く、第
１ＳＯＣがB1_th1以上のＳＯＣである場合には、あらかじめ定められた所定の一定値に設
定される。該一定値は、要求回生量G_dmdの最大値G_max3との差（＝G_max3－G_th6）に対
応する充電量が、前記閾値G_th5の最大値（第１ＳＯＣがＢ１ｆ以下である場合のG_th5の
値）に対応する充電量（第１蓄電装置５を低レートで充電し得る充電量）に一致するよう
に設定されている。
【０３３８】
　また、第１ＳＯＣがB1_th1よりも小さい場合には、閾値G_th6は、閾値G_th5の変化パタ
ーンと同様のパターンで、第１ＳＯＣの減少に伴い、最大値G_max3まで増加していく（Ｂ
１ｆで最大値Ｇ_max3に達する）ように設定される。そして、第２ＳＯＣがＢ１ｆ以下で
ある場合には、閾値G_th6は最大値G_max3に維持される。
【０３３９】
　なお、第１ＳＯＣのＢ１ｆ～B1_th1の範囲では、最大値G_max3と閾値G_th6との差（＝G
_max3－G_th6）に対応する充電量と、前記閾値G_th5に対応する充電量と総和が、閾値G_t
h5の最大値に対応する充電量（第１蓄電装置５を低レートで充電し得る充電量）に一致す
るように、閾値G_th5，G_th6が設定されている。
【０３４０】
　ＳＴＥＰ１０４の判断結果が肯定的となる状況は、図１８の点描領域の状況である。こ
の状況では、電力伝送制御部３２は、ＳＴＥＰ１０５において、第１蓄電装置５の入力Ｐ
ｃ１が、閾値G_th5に対応する充電量に一致し、且つ、第２蓄電装置６の入力Ｐｃ２が、
要求回生量G_dmdに対応する充電量から、第１蓄電装置５の入力Ｐｃ１を差し引いた充電
量に一致するように電力伝送回路部７の電圧変換器２３，２４及びインバータ２１を制御
する。
【０３４１】
　一方、前記ＳＴＥＰ１０４の判断結果が否定的となる状況は、図１８の上段側の斜線領
域の状況である。この状況では、電力伝送制御部３２は、ＳＴＥＰ１０６において、第２
蓄電装置６の入力Ｐｃ２が、閾値G_th5，G_th6の差（＝G_th6－G_th5）に対応する充電量
に一致し、且つ、第１蓄電装置５の入力Ｐｃ１が、要求回生量G_dmdに対応する充電量か
ら、第２蓄電装置６の入力Ｐｃ２を差し引いた充電量に一致するように電力伝送回路部７
の電圧変換器２３，２４及びインバータ２１を制御する。
【０３４２】
　補足すると、第１ＳＯＣが所定値Ｂ１ｆ以下である場合には、閾値G_th6は最大値G_max
3に一致するので、ＳＴＥＰ１０４の判断結果は否定的にならない。従って、この場合に
は、ＳＴＥＰ１０６の処理は実行されない。
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【０３４３】
　第２ＣＳモードでの電動モータ３の回生運転時の制御処理は、以上の如く実行される。
この制御処理によれば、第１ＳＯＣの検出値が、閾値B1_th1よりも大きい場合には、回生
電力の全体又は大部分が、第２蓄電装置６に充電される。このため、第２蓄電装置６のＳ
ＯＣを、回生電力により効果的に回復させることができる。
【０３４４】
　そして、第２ＣＳモードでは、電動モータ３の回生運転中以外は、発電機４による発電
電力により第２蓄電装置６が充電されるので、該発電電力と回生電力との両方によって、
第２蓄電装置６のＳＯＣを、前記ＣＳ２→ＣＳ１切替閾値B2_mc2に向かって速やかに回復
させることができる。
【０３４５】
　また、第１ＳＯＣの検出値が、閾値B1_th1よりも小さい場合には、要求回生量G_dmdが
閾値G_th5以下となる範囲で、第１蓄電装置５に優先的に回生電力が充電される。また、
第１ＳＯＣの検出値が、所定値Ｂ１ｆよりも大きい場合には、要求回生量G_dmdが閾値G_t
h6以上となる範囲で、第１蓄電装置５に回生電力が充電される。そして、第１蓄電装置５
の充電量は、閾値G_th5の最大値に対応する充電量以下に制限される。このため、第１蓄
電装置５の劣化の進行を極力抑制しつつ、第２ＣＳモードでの第１ＳＯＣの低下を抑制で
きる。
【０３４６】
　以上が、本実施形態における制御装置８の制御処理の詳細である。
【０３４７】
　かかる本実施形態では、ＣＤモードで電動モータ３の給電のために使用する第１ＳＯＣ
の範囲（図２のＢ１ａ[％]～Ｂ１ｂ[％]の範囲）は、ＣＤモードで電動モータ３の給電の
ために使用する第２ＳＯＣの範囲（図２のＢ２ａ[％]～Ｂ２ｂ[％]の範囲）に比して大き
い。また、ＣＳモードで電動モータ３の給電のために使用する第２ＳＯＣの範囲（図２の
Ｂ１ｂ[％]～Ｂ２ｃ[％]の範囲）は、ＣＳモードで電動モータ３の給電のために使用する
第１ＳＯＣの範囲（図２のＢ１ｂ[％]以下の範囲のうちの一部の範囲）に比して大きい。
【０３４８】
　また、ＣＳモードで内燃機関２を始動するときに、始動用アクチュエータとしての発電
機４に給電する電力は、第２蓄電装置６だけに確保される。
【０３４９】
　このため、エネルギー密度が相対的に高い第１蓄電装置５は、その大部分の電力（蓄電
エネルギー）を、ＣＤモードにて電動モータ３に給電する電力として活用することができ
る。その結果、ＣＤモードで電動モータ３に第１蓄電装置５から給電し得る期間、ひいて
は、内燃機関２の燃料消費が生じないか、もしくは抑制されるＣＤモードでの車両の航続
可能距離を極力長くすることができると共に、動力システム１の環境性能が向上する。
【０３５０】
　また、第２蓄電装置６の一部の電力（図２のＢ２ａ[％]～Ｂ２ｂ[％]の範囲の蓄電エネ
ルギー）を、ＣＤモードでの電動モータ３の給電用の専用的な電力として使用できるので
、必要に応じて補助的に、出力密度が相対的に高い第２蓄電装置６から電動モータ３に給
電することができる。ひいては、ＣＤモードでの車両の走行性能（駆動輪ＤＷの駆動性能
）を高めることができる。
【０３５１】
　一方、ＣＳモードのうちの第１ＣＳモードでは、第２蓄電装置６を電動モータ３の主た
る電源として使用できるので、車両の要求駆動力の変動に対して、高い応答性で、電動モ
ータ３の動力を補助的に駆動輪ＤＷに伝達することができる。その結果が、第１ＣＳモー
ドでの車両の走行性能（駆動輪ＤＷの駆動性能）を高めることができる。
【０３５２】
　さらに、第１蓄電装置５の一部の電力（図２のＢ１ｂ[％]以下の範囲のうちの一部の範
囲）と、ＣＳモードでの電動モータ３の給電用の電力として使用できるので、特に、第２
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ＣＳモードにおいて、第２蓄電装置６の代わりに、第１蓄電装置５から電動モータ３に適
宜給電を行うことができる。このため、第２ＣＳモードで、第２蓄電装置６から電動モー
タ３に給電することを省略することができる。ひいては、第２ＣＳモードでの第２蓄電装
置６のＳＯＣの回復を早めることができる。
【０３５３】
　また、本実施形態では、発電機４の発電電力は、第２ＣＳモードにおいて、第２蓄電装
置６だけに充電される。そして、このように第２蓄電装置６に充電される電力の一部が、
第１ＣＳモードにおいて、第２蓄電装置６から第１蓄電装置５に移送される。この場合、
第１ＣＳモードでは、第１蓄電装置５を低レートで安定に充電することができる。このた
め、第１蓄電装置５の劣化の進行を極力抑制することができる。
【０３５４】
　図２０は、車両の走行時の、第１蓄電装置５及び第２蓄電装置６のそれぞれのＳＯＣの
概略的な経時変化を例示するグラフである。
【０３５５】
　時刻ｔ１までの期間は、ＣＤモードの期間である。この期間では、第１ＳＯＣは、基本
的には減少していく。また、第２ＳＯＣは、第２蓄電装置６の放電及び充電が適宜行われ
ることで変動する。
【０３５６】
　そして、時刻ｔ１で第１ＳＯＣがＣＤ→ＣＳ切替閾値B1_mc1まで低下すると、制御装置
８の制御処理のモードは、第１ＣＳモードに切替わる。時刻ｔ１～ｔ２の期間が、第１Ｃ
Ｓモードの期間である。この第１ＣＳモードの期間では、第２ＳＯＣは、第１蓄電装置５
及び電動モータ３の一方又は両方への給電に伴い、基本的には減少していく。また、第１
ＳＯＣは、第１蓄電装置５が第２蓄電装置６から適宜充電されることで、徐々に回復して
いく。
【０３５７】
　時刻ｔ２で第２ＳＯＣが第１ＣＳ→第２ＣＳ切替閾値B2_mc1まで低下すると、制御装置
８の制御処理のモードは、第２ＣＳモードに切替わる。時刻ｔ２～ｔ３の期間が、第２Ｃ
Ｓモードの期間である。この第２ＣＳモードの期間では、第２ＳＯＣは、発電電力及び回
生電力が第２蓄電装置６に充電されることによって、上昇していく。
【０３５８】
　なお、第２ＣＳモードでの第１ＳＯＣは、第１蓄電装置５から電動モータ３の給電を行
う状況では減少する。ただし、第２ＣＳモードでは、第２ＳＯＣが発電電力及び回生電力
によって早期に回復されることにより、第１蓄電装置５から電動モータ３の給電を必要と
する状況の発生頻度は、一般に少ない。このため、第２ＣＳモードでの第１ＳＯＣの減少
は、一般には少ない。
【０３５９】
　時刻ｔ３で第２ＳＯＣが第２ＣＳ→第１ＣＳ切替閾値B2_mc2まで回復すると、制御装置
８の制御処理のモードは、再び、第１ＣＳモードに切替わる。時刻ｔ２～ｔ４の期間が、
第１ＣＳモードの期間である。この第１ＣＳモードの期間では、時刻ｔ１～ｔ２の期間と
同様に、第１蓄電装置５及び電動モータ３の一方又は両方への給電に伴い、第２ＳＯＣは
減少していき、第１ＳＯＣは徐々に回復していく。
【０３６０】
　図示例では、時刻ｔ４において、第１ＳＯＣがＣＳ→ＣＤ切替閾値B1_mc2まで回復する
。これにより、制御装置８の制御処理のモードは、ＣＤモードに復帰する。
【０３６１】
　以上の如く、ＣＤモードの後のＣＳモードでは、基本的には、第１ＣＳモード及び第２
ＣＳモードの交互の繰り返しによって、第１ＳＯＣを徐々に回復させることができる。そ
の結果、電動モータ３の動力だけを使用して駆動輪ＤＷを駆動するＣＤモードでの車両の
走行を再開することができる。
【０３６２】
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　［変形態様］
　次に、以上説明した実施形態に関連する変形態様をいくつか説明する。
【０３６３】
　前記実施形態では、内燃機関２及び発電機４を備える動力システム１を本発明の電力供
給システムの一例として説明した。ただし、動力システム１（電力供給システム）は、駆
動輪ＤＷ（被動負荷）を駆動する動力源として、電動モータ３（アクチュエータ）だけを
備えるものであってもよい。換言すれば、動力システム１は、電動車両に搭載されたもの
であってもよい。この場合の動力システム（電力供給システム）には、ＣＳモードは存在
しない。
【０３６４】
　さらに、本発明における電気負荷は、アクチュエータに限らず、機械的な動力を出力し
ない電気機器であってもよい。
【０３６５】
　前記実施形態では、発電機４を始動用アクチュエータとして作動させるための電力を第
２蓄電装置６だけで負担するようにした。ただし、発電機４への給電用の電力の一部を、
第１蓄電装置５にも負担させるようにしてもよい。この場合には、第２蓄電装置６の負担
分よりも、第１蓄電装置５の負担分の方が小さくなることが望ましい。
【０３６６】
　なお、第１蓄電装置５の電力を極力、ＣＤモードで活用する上では、発電機４への給電
用の電力の全体を第２蓄電装置６で負担することが望ましい。
【０３６７】
　また、前記実施形態では、第２ＣＳモードでの電動モータ３の力行運転時に、第１蓄電
装置５だけから電動モータ３に給電する（第２蓄電装置６の放電を禁止する）ようにした
。ただし、要求出力DM_dmdが大きい場合等に、要求出力DM_dmdの一部に対応する給電量を
、第２蓄電装置６から電動モータ３に給電するようにしてもよい。
【０３６８】
　また、前記実施形態では、動力システム１（電力供給システム）を搭載する輸送機器が
、ハイブリッド車両である場合を一例として説明した。ただし、当該輸送機器は、車両に
限らず、船舶、鉄道車両等であってもよい。また、被動負荷は、車両の駆動輪ＤＷ以外の
ものであってもよい。また、アクチュエータは、電動モータ以外のアクチュエータであっ
てもよい。
【符号の説明】
【０３６９】
　１…動力システム（電力供給システム）、２…内燃機関、３…電動モータ（電気負荷、
アクチュエータ）、５…第１蓄電装置、６…第２蓄電装置、７…電力伝送回路部、８…制
御装置。
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